
【公表している項目】

　人事行政の運営の状況

・　職員の任免及び職員数に関する事項 P1

・　職員の給与に関する事項 P11

・　職員の勤務時間その他の勤務条件に関する事項 P27

・　職員の休業に関する事項 P31

・　職員の分限及び懲戒処分に関する事項 P32

・　職員の服務に関する事項 P34

・　職員の研修及び勤務成績の評定に関する事項 P36

・　職員の福祉及び利益の保護に関する事項 P42

・　管理職試験 P46

・　通報制度の運用状況 P47

　人事委員会の業務の状況

・　職員の競争試験及び選考に関する事項 P48

・　給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び P55

  　 勧告に関する事項

・　勤務条件に関する措置の要求に関する事項 P57

・　不利益処分に関する不服申立てに関する事項 P58

内容については、下記をご覧ください。

人事行政の運営における公正性、透明性を高めるため、「長崎県人事行政の運営等の状況の
公表に関する条例」に基づき、長崎県の人事行政の運営の状況と長崎県人事委員会の業務の
状況について、次のとおり公表いたします。

※内容につきましては、基本的に平成２5年度の実績を記載していますが、項目によっては、
　平成２6年４月１日現在の状況を記載しているものがあります。

　
　この内容に関するお問い合わせは

　長崎県総務部人事課まで

　　　ＴＥＬ 095-895-2152
　　　ＦＡＸ 095-895-2550
　　　E-mail　s01020@pref.nagasaki.lg.jp

　長崎県の人事行政の運営等の状況について



 
 
 
 
 
 
 
 

人事行政の運営の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１　職員の任免及び職員数

１－１　職員の採用状況

（１）平成２６年度の新規採用者数（平成２６年４月１日現在）

（単位：人）
区
分

33 33

1 1

3 3

1 1

4 4

8 8

2 2

3 3

4 4

14 14

1 1

2 2

5 5

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

72 14 86

8 8

5 5

1 1

14 14

22 22

68 68

50 50

43 43

31 31

15 15

22 207 229

児 童 自 立 支 援 専 門 員

児 童 生 活 支 援 員

教
　
　
育

中 学 校 教 員

高 等 学 校 教 員

教 育 事 務

計

小 学 校 教 員

養 護 教 諭

学 芸 員

ガ イ ド

臨 床 検 査 技 師

研 究 員

盲 ・ ろ う ・ 養 護 学 校 教 員

計

計

教育事務 (身体障害者対象 )

畜 産

獣 医 師

職 業 指 導

水 産

農 業

工 鉱 業

林 業

計

環 境 科 学

一 般 事 務

職 種 試験採用

一般事務 (身体障害者対象 )

選考採用(※)

農 業 土 木

バ
ス
事
業

土 木

交 通 局 事 務

医 師

運 転 士

整 備 士

薬 剤 師

建 築

行
　
　
政
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区
分

計職 種 試験採用 選考採用(※)

17 1 18

95 95
3 3
35 35

5 5
6 6
161 1 162

255 236 491

平成２6年４月１日現在の新規採用者の割合は、次のとおりです。

警
　
　
察

警察官Ⅰ類（男性）

警 察 事 務

※「選考採用」…①試験を行っても十分な競争者が得られない場合又は職務と責任の
　　　　　　　　　特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難で
　　　　　　　　　ある場合
　　　　　　　　　　例）医師、薬剤師、保健師など

　　　　　　　　②国又は人事委員会をおく他の地方公共団体の試験又は選考に合格
　　　　　　　　　した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考にかか
　　　　　　　　　る職と同等以下の場合
　　　　　　　　　　例）国家公務員や他の地方公共団体の職員を県職員として

計

【一般】

【一般】

警察官Ⅲ類（女性）

合　　計

警察官Ⅰ類（女性）

警察官Ⅲ類（男性）

【選択】

行政
17.5%

警察
33.0%

教育
46.6%

バス事業
2.9%

採用者
４９１人
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（２）平成２５年度の新規採用者数

（単位：人）
区
分

54 54

3 3

9 9

1 1

4 4

4 4

9 9

2 2

6 6

11 11

1 1

3 3

3 3

2 2

1 1

2 2

1 1

1 1

91 26 117

2 2

1 1

6 6

9 9

15 15

51 51

36 36

35 35

22 22

15 15

15 159 174

バ
ス
事
業

建 築

交 通 局 事 務

医 師

運 転 士

ガ イ ド

薬 剤 師

行
　
　
政

甲 板 員

計

環 境 科 学

一 般 事 務

職 種 試験採用

一般事務 (身体障害者対象 )

選考採用(※)

計 量 検 定

社 会 福 祉

小 学 校 教 員

農 業 土 木

獣 医 師

工 鉱 業

職 業 指 導

水 産

造 園

土 木

計

計

教育事務 (身体障害者対象 )

整 備 士

教
　
　
育

中 学 校 教 員

高 等 学 校 教 員

教 育 事 務

計

養 護 教 諭

盲 ・ ろ う ・ 養 護 学 校 教 員

研 究 員

農 業

畜 産

臨 床 検 査 技 師

保 健 師

林 業
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区
分

計職 種 試験採用 選考採用(※)

15 5 20

92 92
4 4
44 44

4 4

4 1 5
163 6 169

269 200 469

平成２５年度の新規採用者の割合は、次のとおりです。

※「選考採用」…①試験を行っても十分な競争者が得られない場合又は職務と責任の
　　　　　　　　　特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難で
　　　　　　　　　ある場合
　　　　　　　　　　例）医師、薬剤師、保健師など

　　　　　　　　②国又は人事委員会をおく他の地方公共団体の試験又は選考に合格
　　　　　　　　　した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考にかか
　　　　　　　　　る職と同等以下の場合
　　　　　　　　　　例）国家公務員や他の地方公共団体の職員を県職員として
　　　　　　　　　　　　採用する場合

計

【一般】

【一般】

【選択】

警察官Ⅲ類（女性）

合　　計

警察官Ⅰ類（女性）

警察官Ⅲ類（男性）

【選択】警
　
　
察

警察官Ⅰ類（男性）

警 察 事 務

行政 24.9%

教育 37.1%

警察 36.0%

バス事業 1.9%
採用者
４６９人
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１－２　退職者の状況

 平成２５年度に退職した職員の職種別人数は以下のとおりです。
（単位：人）

自己都合
退職等

懲戒免職
失　　　職

死亡退職 再任用後の離職者

一 般 事 務 84 38 13 13 1 19

社 会 福 祉 3 1 1 1

保 育 士 1 0 1

計 量 検 定 0 0

工 鉱 業 2 2

職 業 指 導 3 3

水 産 1 0 1

農 業 11 4 3 4

畜 産 2 2

農 業 土 木 4 4

林 業 6 4 1 1

土 木 17 5 7 5

建 築 2 1 1

医 師 2 0 2

獣 医 師 5 3 1 1

薬 剤 師 3 1 1 1

診療放射線技師 1 1

臨 床 検 査 技 師 1 0 1

看 護 師 11 0 4 7

准 看 護 師 0 0

栄 養 士 1 0 1

保 健 師 4 1 3

救 護 1 1

理 学 療 法 士 1 1

作 業 療 法 士 0 0

監 視 員 2 2

汽 缶 士 0 0

運 転 士 2 1 1

造 園 1 0 1

交 換 技 術 員 1 1

機械操作技術員 0 0

農 事 員 4 4

畜 産 技 術 員 1 0 1

甲 板 員 1 0 1

小　計 179 79 29 45 0 2 24

その他
定年退職合　　計

区分

職種
勧奨退職等

一
般
行
政
部
門
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自己都合
退職等

懲戒免職
失　　　職

死亡退職 再任用後の離職者

その他
定年退職合　　計

区分

職種
勧奨退職等

交 通 局 事 務 1 1

運 転 士 10 4 6

ガ イ ド 2 2

整 備 士 1 1

小　計 14 5 7 2 0 0 0

教 育 事 務 43 32 6 1 4

教 職 員 358 215 78 32 1 10 22

栄養士・栄養職員 1 1

用 務 員 3 2 1

調 理 員 0

介 助 員 1 1

甲 板 員 1 1

小　計 407 250 86 34 1 10 26

警 察 事 務 17 7 6 4

警 察 官 134 71 10 37 1 4 11

業 務 員 0

小　計 151 78 16 41 1 4 11

751 412 138 122 2 16 61

 退職した職員の退職理由別割合は次のとおりです。

バ
ス
事
業

合 計

警
察

教
育

定年退職
54.9%

勧奨退職等
18.4%

自己都合退職等
16.2%

死亡退職
2.1%

再任用後離職者
8.1%

懲戒免職
0.3%

退職者
７５１名
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　１－３　職員数の状況

（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

平成２５年 平成２６年

議　　　会 30 30 0

総　　　務 844 860 16 (増)国体関連業務の推進に伴う増員

税　　　務 213 210 ▲ 3 (減)新システム開発業務の減少に伴う減員

労　　　働 86 82 ▲ 4 (減)産業人材育成業務の減少に伴う減員

農林水産 1,145 1,140 ▲ 5 (減）農林試験業務の減少に伴う減員

商　　　工 203 218 15 (増)産業振興関連業務の増加に伴う増員

土　　　木 790 778 ▲ 12 (減)東日本大震災被災地派遣終了に伴う減員

民　　　生 388 392 4 (増)ねんりんピック業務の推進に伴う増員

衛　　　生 489 474 ▲ 15 (減)保健所業務の集約化に伴う減員

小　　　計 4,188 4,184 ▲ 4

教　　　育 12,561 12,471 ▲ 90 (減)学級数の減少等に伴う減員

警　　　察 3,486 3,490 4 (増)警察事務の欠員補充

小　　　計 16,047 15,961 ▲ 86

交　　　通 345 359 14 (増)事務職員等の欠員補充など

そ　の　他 6 7 1 (増)一般行政部門採用職員の異動に伴う増員

小　　　計 351 366 15

対　前　年
増　減　数

主　な　増　減　理　由

合　　　計

特
別
行
政
部
門

職　　員　　数　　　　　　　　区　分

　部　門

一
般
行
政
部
門

公
営
企
業
等
部
門

20,586 20,511 ▲ 75

[22,189] [22,077] [▲ 112]

（注） １　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、

　　　　臨時又は非常勤職員を除きます。

　 　　２　［　　］内は、条例定数の合計です。

合　　　計
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（2）　年齢別職員構成の状況（一般行政部門・平成２６年４月１日現在）

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

7 59 234 264 220 494 597 599 606 457 422 225 4,184

（3）　職員数の推移
（単位：人・％）

年度

部門別

4,390 4,303 4,267 4,227 4,188 4,184 △ 206

13,284 13,119 12,946 12,763 12,561 12,471 △ 813

3,495 3,494 3,497 3,480 3,486 3,490 △ 5

21,169 20,916 20,710 20,470 20,235 20,145 △ 1,024

362 350 354 360 351 366 4

21,531 21,266 21,064 20,830 20,586 20,511 △ 1,020

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

（4）　人員削減目標（一般行政部門）

　　＜「新」行財政改革プラン＞

(△0.1％)

(△4.8％)

平成23年4月1日 平成28年4月1日 △１２０人

(1.1%)

(△4.7％)

計　画　期　間
数　値　目　標

始　　期 終　　期

平成
２２年

平成
２３年

平成
２４年

計

(△4.7％)

過去５年間

一 般 行 政

平成
２６年

平成
２５年

の増減数（率）

(△6.1％)

未満 以上

区　分

職員数

平成
２１年

教 育

総 合 計

警 察

普 通 会 計 計

公 営 企 業 等会 計計

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%
構成比（％）

平成２６年度

平成２１年度
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１－４　再任用職員の採用と給与の状況

　再任用制度は、満額年金支給開始年齢の引き上げに合わせて、６０歳台前半の生活を雇用と年金の

連携により支えるために行っているもので、平成１４年４月より実施しています。

（１）平成２６年度に再任用した職員の職種別人数と給与（平成２６年４月１日現在）

（単位：人）（単位：人）
区分

職種
16時間以上
20時間未満

30時間以上
32時間未満

20万円以上
22万円未満

22万円以上
24万円未満

24万円以上
26万円未満

26万円以上
28万円未満

28万円以上
10万円以上
12万円未満

12万円以上
14万円未満

20万円以上
22万円未満

18万円以上
20万円未満

一 般 事 務 46 42 1 3

社 会 福 祉

計 量 検 定

造 園 1 1

化 学 2 1 1

工 鉱 業 2 1 1
職 業 訓 練
指 導 員 5 5

水 産 1 1

林 業 7 7

土 木 7 3 4

農 業 8 8

農 業 土 木 2 2

畜 産 1 1

獣 医 師 2 4 2 4

准 看 護 師 2 2

臨床検査技師 1 1

栄 養 士 1 1

汽 缶 士 1 1

運 転 士 13 13

監 視 員 4 4

農 事 員 3 3

畜 産 技 術 員

教 育 事 務 25 18 25 18

教 職 員 96 184 12 1 80 3 1 183

警 察 官 16 16

警 察 事 務 5 1 4

業 務 員 1 1

合 計 252 202 4 0 36 100 83 33 1 201 4 0
　※「常時勤務」とは、１日の勤務時間が７時間４５分の勤務形態です。

再任用職員給与

常時勤務
常時勤務

再任用職員数

短時間勤務 短時間勤務
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（２）平成２５年度に再任用した職員の職種別人数と給与

（単位：人）
区分

職種
16時間以上
20時間未満

30時間以上
32時間未満

20万円以上
22万円未満

22万円以上
24万円未満

24万円以上
26万円未満

26万円以上
28万円未満

28万円以上 10万円未満
12万円以上
14万円未満

20万円以上
22万円未満

一 般 事 務 53 49 1 3

社 会 福 祉

計 量 検 定

造 園 1 1

化 学 2 1 1

工 鉱 業 1 1
職 業 訓 練
指 導 員 3 3

水 産 1 1

林 業 7 7

土 木 4 1 3

建 築

農 業 6 6

農 業 土 木 1 1

獣 医 師 1 5 1 5

准 看 護 師 2 2

臨床検査技師 2 2

栄 養 士 1 1

監 視 員 2 2

汽 缶 士 1 1

運 転 士 13 13

畜 産 技 術 員 1 1

教 育 事 務 15 17 15 17

教 職 員 45 155 11 2 31 1 155

警 察 官 20 20

警 察 事 務 4 1 3

業 務 員 1 1

合 計 187 172 5 0 31 91 33 32 155 17 5
　※「常時勤務」とは、１日の勤務時間が７時間４５分の勤務形態です。

再任用職員給与

常時勤務
常時勤務

再任用職員数

短時間勤務 短時間勤務
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　（１）　人件費の状況（普通会計決算）

　（２）　職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）　１　職員手当には、退職手当は含まれていません。

　　　　２　職員数は平成24年4月1日の人数です。 　
　　　　3　 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

　　　　　職員数には当該職員を含んでいません。

　（3）　特記事項
　　　（給与減額の状況）

　（4）　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）　１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

　　　　　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算し

　　　　　た指数です。

　 　　　　２　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。

区　　分
職員数

　　　　　Ａ 給　　　料 職員手当

33,098,103

千円　 千円　 千円　

　　 一人当たり

％　

29.1

(参考) 都道府県平均

％　

給　　　　　　与　　　　　　費

26.7

千円　

182,135,2661,416,850
25年度

人　 千円　 千円　

507,552680,909,148

一人当たり給与費

千円　 千円　
25年度

人　

20,234 139,493,174

千円　

88,299,138 18,095,933

期末・勤勉手当 　　計　Ｂ

減額措置の内容

（給料）
　　各職員に適用される給料表及び職務の級に応じて、給料月額の4.77%～9.77％に相当する額を減額した。
　　　 【ラスパイレス指数】H25.4.1現在：１０７．３（参考値：９９．２）
　　　　　　　　　　　　　　　　H25.7.1現在（減額後）：９８．９
（手当）
　　管理職手当を10%減額し、地域手当、特地勤務手当（準ずる手当を含む）、時間外勤務手当、夜間勤務手当、
 休日勤務手当、農林漁業普及指導手当を給料月額の減額率に応じて減額した。

7,0426,894

給与費　Ｂ／Ａ

人件費率 　（参考）

23年度の人件費率B　　 Ｂ／Ａ

人　件　費
区　　分

(24年度末） Ａ　　

住民基本台帳人口 歳　出　額 実質収支

２　職員の給与

２－１　総括

国の要請等を踏まえた
減額措置の取り組み

減額実施期間

実施 平成２５年７月１日～平成２６年３月３１日

（H20.4.1）
101.7 （H20.4.1）

 99.4

（H25.4.1）
107.3

（H25.4.1）
 107.4

（Ｈ25.4.1）
※参考値

 99.2

 （H25.4.1）
※参考値

99.3（H25.7.1）
98.9

(H25.7.1)
102.2

95

100

105

110

長崎県 都道府県平均
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　（5）　給与改定の状況
①月例給

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較　　　

　　　した平均給与月額です。

②特別給（期末・勤勉手当）

　　 　　期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

２－２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
　（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２６年４月１日現在）
①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円
歳 人 円 円 円 歳 円
歳 人 円 円 円 歳 円
歳 人 円 円 円 － －

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円

円

円

円 円

円 円

円 円

※県内民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用したものです（平成22～24年の３ヶ年平均）。

   用務員の民間データは、全国データとなります。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、民間データには日雇い労働者等のデータを含むなど、年齢、業務内容、雇用

   形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「県内民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員において

   は前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

※個人情報保護の観点から、対象となる職員数が１人又は２人の場合は個人情報が特定されるため、平均給料月額、平均給与月額

   及び年収ベースの 「公務員（C)」欄をアスタリスク（＊）としています。

円

43.2 213,700

Ｃ／Ｄ

2.20

－

2,684,700

6,119,893
6,509,345

-

月　

365,556

年収ベース（試算値）の比較
公務員
（Ｃ）

県内民間
（Ｄ）

44.0

50.6 333,270

都道府県平均(H25)
307,220(332,446)

335,404

51.8

334,300

3.95 △ 0.01

416,196

平 均 給 与 月 額

357,495

国(H25)

区　　分 平 均 年 齢

長崎県(H26)

長崎県(H26)

区　　分

383,26351.3

平 均 給 料 月 額

309,534
(325,400)

419,973
－

49.1
1 * * *

43.4
43.1

改定なし

2.32

79 337,551 372,342

388,918

参　　考

49.9 －

2,809,400

人事委員会の勧告

民間給与

Ａ　　

公務員給与

改定なし（△0.00%）

区　　分 勧　　告

（改定月数）

較　　差

Ａ－B　　

 （参考）
　　　 国の年間
　　　 支給月数

年間支給月数

人事委員会の勧告

民間の支給割合

B　　Ａ　　

公務員の支給月数

3.94

（注） １ 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は

3.95

月　 月　 月　
25年度

月　

改定なし

月　

25年度
375,372

区　　分

375,385

B　　

円　

給与改定率

％　

Ａ－B　　

％　

（改定率） 　

較　　差

円　 △13円　

勧　　告

平 均 給 与 月 額
（国比較ベース）

3.95

376,257(405,463)
375,236

368,726

　（参考）
　 　　国の改定率

％　

改定なし

-

304

53.4
355,579

384,513
345,736

405,666
384,898

367,744

-
326,868

3,272

57.4
318,584

272,119
(286,850)

50.8 25

－

－

－

調理士
－

－

用務員 53.7

－

うち監視員

平均年齢対応する民間
の類似職種

県 内 民 間

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
(Ａ)

平均給与月額
（国比較ベース）

平均給与月額
(Ｂ)

公　務　員

都道府県平均(H25)

うち守衛

うち用務員

うち運転士
うち学校給食員

うち監視員

国(H25) －

長　崎　県 －

-うち守衛

うち用務員

うち運転士

2,854,800うち学校給食員 *
5,905,330

2,514,100

-
334,479

-

－

390,727 363,220

運転士 56.8 199,900
202,700

－

守衛 56.4

-
－

1.90
1.90
1.93

歳 191,300

参考

Ａ／Ｂ

－
－

－

職員数

188
-

25
58

－

－

うちその他

－

2.43
円

区　　分

6,030,890
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③高等（特殊）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

④小・中学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

⑤警察職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　 　2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外

　　　　　勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において

　　　　　明らかにされているものです。

　  　　　　 また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間

　　　　   外勤務手当等を除いたもの）で算出したものです。

　　　　 3　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額(国比較ベース)」の括弧書きは、

　　　　   給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値(減額前)です。

　（２）　職員の初任給の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円

円 円

円

円

円

円

円

円

円 円

円 円

（注）　１　初任給の額は、新規学卒で採用された場合の月額です。

　　　　2 　技能労務職の中学卒の額は、職種によって初任給が違うため平均額を記載しています。

　（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円

円 円 円

 高等学校教育職 円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合、採用後の年数をいいます。

386,054

412,613

360,200
359,450

423,587

352,395
335,507
327,000

442,679
433,678
423,350

 警察職
大 学 卒 290,085

345,852 388,404

392,760

390,365

428,145
418,443
407,501
406,070

378,612
 小・中学校教育職

大 学 卒 304,750
短 大 卒 276,328

294,500
中 学 卒 　　　　　－ 297,800

　　　　　－
 技能労務職

高 校 卒

経験年数20年
357,328

 一般行政職
大 学 卒
高 校 卒

262,970
222,667

区　　分

192,300
 警察職

大 学 卒 192,300
高 校 卒 161,500 161,500

 小・中学校教育職
短 大 卒
大 学 卒 192,800

区　　分

 一般行政職
大 学 卒
高 校 卒

 高等学校教育職
短 大 卒 166,300 　　　　　－

192,800大 学 卒

区　　分

国(H25)
長崎県(H26)

都道府県平均(H25)
41.2

　　　　　－
140,100

 技能労務職
中 学 卒
高 校 卒

長　崎　県

139,700 　　　　　－

（注） 　1　「平均給料月額」とは、各年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

39.0 320,810
297,683(316,267)

397,630

平 均 給 与 月 額

39.2 323,362 444,911

平 均 年 齢

平 均 給 与 月 額平 均 給 料 月 額

－

　　　　　－

経験年数10年

大 学 卒

346,775(367,489)

平 均 給 与 月 額
（国比較ベース）

354,351

　　　　　－

364,672

442,634

都道府県平均(H25) 43.7

長崎県(H26)

長崎県(H26)

区　　分 平 均 年 齢

44.5
44.8 382,925

46.7

区　　分 平 均 年 齢

高 校 卒 252,220

301,973

国

385,504

平 均 給 料 月 額

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

440,440

489,001
368,668

172,200

154,300

172,200

310,407

396,325

　　　　　－

140,100

168,600

383,974
経験年数30年

402,682

421,787

461,749

都道府県平均(H25)

経験年数25年
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２－３　一般行政職の級別職員数等の状況
　（１）　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成２６年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％

（注）　１　長崎県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　（２）　昇給への勤務成績の反映状況

１．昇給への勤務実績の反映状況（知事部局）
　 課長級以上の職員については、平成２０年４月から、勤務実績を昇給へ反映しています。
　 課長補佐級以下の職員についても、課長級以上の状況を見ながら、検討をすることとして
 います。

243,700

537,700

478,200

354,700

307,800

464,600

413,000

366,200

320,600

289,200

261,900

222,900

400,600

388,300

最高号給の給料月額

456,200

422,600

185,800

135,600

1号給の給料月額

4,264 100.0

6.6

計

２級  主事、技師 362

１級  主事、技師 280

8.5

３級  係長
 主査、主任主事、主任技師 1,311 30.7

４級  課長補佐
 係長 1,065 25.0

５級  課長補佐 884 20.7

６級  課長 267 6.3

７級  次長
 課長（困難） 62 1.5

８級  部長
 次長（困難） 21 0.5

９級  部長（困難） 12 0.3

区　分 標 準 的 な 職 務 内 容 職 員 数 構 成 比
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２－４　職員の手当の状況
　（１）　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額〔25年度〕
千円

〔25年度支給割合〕 〔25年度支給割合〕
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

〔加算措置の状況〕 〔加算措置の状況〕
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 ・役職加算
・管理職加算 ・管理職加算

（注）　　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

１．勤務手当への勤務実績の反映状況（知事部局）
　 平成１８年６月期の勤勉手当から、課長級以上の職員を対象に、人事評価の結果を反映させて
 います。
　 課長補佐級以下の職員については、課長級以上の状況を見ながら、勤勉手当への勤務実績の反
 映に向けた検討を進めています。
　

　（２）　退職手当（平成２６年７月１日現在）

(支給率) 自己都合 (支給率) 自己都合
勤続20年 勤続20年
勤続25年 勤続25年
勤続35年 勤続35年
最高限度額 最高限度額
その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置(2%～20%加算） 定年前早期退職特例措置(2%～20%加算）

　（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　）
1人当たり平均支給額

千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

　（３）　地域手当

（平成２６年４月１日現在）

人 ％ ％

人 ％ ％

府中市 1 人 12 ％ 12 ％
人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

％ ％

（注） １　医師・歯科医師については、支給対象地域の区分にかかわらず、支給率15%です。

　　　 2 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場合の加重平均です。

月分

(0.65) 月分

－

2.6 月分 1.35

15

国の制度（支給率）
18
15

10
3

49.59 49.59

875,178 千円
円

3.1

支給率

10

25.5562525.55625 月分月分 月分

東京都（特別区）

41.325 49.59月分

49.59 月分

29.145 34.5825

月分

月分

10～25％

長　崎　県 国

月分

20.445
29.145
41.325

勧奨･定年 勧奨･定年
20.445

月分月分 月分

5～20％ 5～20％

月分

1,607

月分2.6

長　崎　県 国

(1.45) (0.65)
1.35月分

(1.45)

15
平均支給率

21

1822

3.1

15

長崎市 6,684

大阪市 5

福岡市 8
3

130,254

22,182

49.59 月分

月分

月分

　支給実績(25年度決算)
　支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

559

医師・歯科医師

支給対象地域 支給対象職員数

49.59

月分

月分

月分

10～20％

34.5825 月分
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　（４）　特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在）
　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とするが、その特殊性を

給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給されます。

国  国に準ずる手当･･･国が特殊勤務手当を措置している勤務と同様であるもの

交  交付税算入手当･･･交付税措置がされている手当

他  その他　　　　･･･上記以外のもの

□一般職員

国

国

他

国

国

国

国

国

国

40.7 職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度）

災害応急作業等に従事する
職員

国

1,115,144

 支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

放射線取扱手当

円

千円

34 手当の種類（手当数）

 支給実績(25年度決算)

％

138,613

13千円 
災害応急作業等
手当

公共用地取得
業務手当

公共用地取得等に従事する
職員

国

公共事業の施行に伴う用
地取得・物件移転等に関
し、困難な交渉を伴う調査、
測量、買収、補償

放射線照射作業等に従事す
る職員

国

毒物・劇物を用いて、試
験研究・検査のため化学
分析作業又は農作物・森
林の病害虫防除のための
有害農薬の製剤、散布、
実施指導作業

放射線照射作業及びその
補助作業等

263千円 

避難勧告地域　日額 　910円

日額　　600円
（夜間　900円）噴火災害による避難勧告

地域又は警戒区域に入域
し、災害状況の調査等の
作業

警戒区域　　日額  1,820円

航空手当

2時間未満　1回　2,000円

4時間以上　1回　3,300円

2～4時間　 1回　2,900円

日額　　230円

日額　　230円

日額　　560円

漁業取締の実施にあたっ
て緊急出動、巡視、追跡、
立入検査、検挙、取り調
べ等

日額　　350円

夜間看護手当
こども医療福祉センターに
勤務する看護師等

洪水警戒体制時における
ダム等の管理の業務

水面下4㍍以上、地下2㍍
以上の深所における工事
の監督、測量、検査等

トンネル坑内における工
事の監督、測量、検査等

仁田峠循環自動車道路に
おける除雪、凍結防止、
落石防止または落石除去
の作業

正規の勤務時間の一部
又は全部が深夜（午後
10時～午前5時）におい
て行われた看護等の業務

特殊現場において作業に従事
する職員

航空機に搭乗して業務に従事
する職員

毒物・劇物等を使用する
作業等に従事する職員

交通を遮断することなく
行う道路上における工事
の監督、測量、検査等

漁業取締業務に従事する職員

ダム管理手当 ダム等の管理に従事する職員

特殊現場作業手当

手当の名称 左記職員に対する支給単価

防疫等作業手当
感染の危険がある作業等
に従事する職員

国
感染症の病原体等に感染
の危険がある作業、検疫、
在宅結核患者の療養指導等

主な支給対象業務
支給実績

（H25年度決算）

1,248千円 

月額　6,000円

航空機に搭乗し、業務取
締、漁業に関する調査、
消防防災業務に従事した
とき

1時間　1,900円

日額　　230円

地上又は水面上10㍍以上
の足場の不安定な箇所に
おける工事の監督、測量、
検査等

日額　　290円

主な支給対象職員

国

有害物取扱手当

漁業取締手当

184千円 

6千円 

915千円 

6,296千円 

72千円 

460千円 

8,608千円 

日額　　230円

日額　　230円
（深夜　345円）

日額　　500円

日額　　290円

日額　 1,000円
（夜間　1,500円）

月額　9,000円

-　16　-



交

交

交

他

他

他

他

他

他

他

と畜検査の業務

大気汚染防止法、水質汚
濁防止法などの公害関係
法令の規定に基づく公害
防止業務（ばい煙・排ガ
スの測定、し尿処理施設
の検査等）

日額　　230円

日額　　500円

月額　4,000円

植物の検疫、病害虫の発
生予察・防除・防除指導
に従事したとき

月額　16,100円

43千円 

医師・歯科医師に対する
手当

消防訓練指導手当 消防学校に勤務する職員

夜間教育訓練手当
佐世保看護学校に勤務する
職員

専ら夜間課程の授業に
従事したとき

日額　　720円

種雄牛取扱手当
種雄牛を飼育する機関に勤務
する職員

種雄牛の精液採取等の
作業

日額　　230円

狂犬病予防
作業手当

保健所に勤務する狂犬病予
防員（獣医師）である職員

医師手当 医師・歯科医師である職員

公害防止作業手当
著しく困難又は危険な公害
防止業務に従事する職員

病害虫防除
指導手当

病害虫防除所に勤務する
職員

と畜検査手当 と畜検査に従事する職員

こども・女性・障害者支援センター等
に
勤務する職員

精神保健指定医の診察、
その診察の立会、入院措
置患者の護送、在宅精神
患者の訪問指導

職業訓練指導手当
高等技術専門校、農業大学校
の職員

職業訓練又は職業指導に
関する業務

月額　31,000円

精神保健福祉
業務手当

ケースワーク、心理判定、
一時保護等の業務に従事
したとき
※国は福祉職俸給表適用

税務手当 県税事務に従事する職員 交

社会福祉業務手当 福祉事務所等に勤務する職員 交

県税の賦課、徴収に関する
業務
※国は税務職俸給表適用

日額 　　750円
(夜間　1,125円）

月額　15,000円

日額　　350円

日額　　290円

狂犬病の予防注射、違反
犬の捕獲・処分、不用犬
の引き取り・処分、こう
傷犬の検診の作業

訓練礼式、ポンプ操法、
体育、救急実技、火災防
ぎょ、水防、救助、危険
物実技についての訓練指
導の業務に従事したとき

日額　　 600円

月額　13,800円

月額　30,000円～42,000円
（離島加算により
　               最高　58,800円）

18,972千円 

6,967千円 

28,120千円 

9千円 

1,631千円 

336千円 

518千円 

8,368千円 

80千円 

56千円 

57千円 
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国

国

国

国

国

国

国

国

国

他

他

他

他

国

国

国

夜間部の授業を本務とする県立学
校の教育職員

多学年学級担当
手当

昼間部兼務手当

児童又は生徒に対する緊
急の補導業務

日額　3,400円

日額　6,400円

日額　3,400円

主な支給対象業務

児童又は生徒の負傷、疾
病等に伴う救急の業務

修学旅行等において、児
童又は生徒を引率して行
う指導業務で、泊を伴う
もの

対外運動競技等において、
児童又は生徒を引率して
行う指導業務で、泊を伴
うもの又は週休日等に行
うもの

日額　6,000円

□教育職員

主な支給対象職員手当の名称

1時間　1,580円

日額　290円

噴火災害による避難勧告
地域又は警戒区域に入域
し、災害状況の調査等の
作業に従事したとき

避難勧告地域　日額910円

練習船に乗船し、航海中
において実習指導業務に
従事したとき

昼間部の授業を行った
とき

夜間部の授業を行った
とき

警戒区域　　日額1,820円

日額　2,500円

農作物等の病害虫防除の
ため毒物・劇物を含有す
る農薬の散布又は実地指
導作業に従事したとき

面接指導手当 県立学校の教育職員
本務のほかに通信教育
の面接指導に従事した
とき

329千円 

1,304千円 

夜間定時制勤務
手当

県立学校の職員

正規の勤務時間内において夜
間定時制課程の業務に午後５
時以降において２時間以上従事
したとき

農薬散布手当
農業に関する課程を置く
県立高等学校の職員

昼間部の授業を本務とする県立学
校の教育職員

夜間部兼務手当

乗船指導手当 水産高等学校の教育職員

多学年学級における授業
又は指導に従事したとき

当該担当に係る業務に従
事したとき

小学校又は中学校の２以上の
学年の児童又は生徒で編制さ
れている学級を担当する教育
職員

教育職員
（校長、副校長及び教頭を除く）

教員特殊業務手当

災害応急作業等
手当

３の学年を１学級
          日額　350円

入学試験における受験生
の監督、採点又は合否判
定の業務で、週休日等に
行うもの

左記職員に対する支給単価

日額　　900円

非常災害時における児童
若しくは生徒の保護又は
緊急の防災、復旧の業務

部活動における児童又は
生徒に対する指導業務で、
週休日等に行うもの

467,890千円 

40,266千円 

48千円 

12千円 

２の学年を１学級
　　　　　日額　290円

1時間　1,580円

日額　200円

日額 130円 　

1時間　1,580円

特に甚大な非常災害
　　日額　12,800円

日額　2,400円

日額　6,000円

学校職員

教育業務連絡
指導手当

主任等の職務を担当する指導教諭、
教諭、養護教諭又は栄養教諭

14,921千円 

2千円 

1,260千円 

40,691千円 

120,563千円 

支給実績
（H25年度決算）

101千円 

300千円 
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国

交

交

交

国

警戒区域等　日額 1,680円
上記以外　　　日額  840円

鉱山、土石採取場、トンネル坑
内で行う実地検証の作業

日額　　350円

日額　　380円

日額　　550円

潜水器具を着用して行う死体・
凶器等の捜索作業

国

損傷の著しい死体以外の死体
処理作業（検視、検証、実況見
分、解剖補助等）

21,231千円 

13,479千円 

１体　3,200円

日額　1,400円

１体　3,200円

１体　1,600円

２時間未満 １回 410円

潜水深度30㍍まで　１時間  600円

刑事部捜査第一課検視官室の
室長、調査官及び課長補佐が
行う死体処理作業

国

日額　　480円
白バイ又は高速道路において
パトカーを運転して行う交通取
締の作業

4,653千円 

国

天皇又は皇后、皇太子、皇太子
妃若しくは人事委員会が定める
皇族の警衛

日額　1,150円

損傷の著しい死体処理作業（検
視、検証、実況見分、解剖補助
等）

国

刑事作業手当

身辺警護等作業に従事する職員

勤務時間が深夜に及ぶ職員

整備士

坑内作業に従事する職員

死体処理作業に従事する職員

潜水作業に従事する警察官

操縦士

特殊作業手当

指紋、足こん跡若しくは写真又
は理化学、法医学若しくは銃器
弾薬類の知識を利用する犯罪
鑑識作業

日額　屋内 270円
　　　　屋外 520円

103,148千円 

8,421千円 

航空機とう乗作業に従事する職員
（操縦士を除く）

航空機とう乗作業に従事する職員

国

国

鉱山の坑内でガス爆発、火災、
出水、落盤等の災害時に行う著
しく危険な実地検証の作業

生活安全部、刑事部及び警備部に
関する業務に従事する職員

刑事部鑑識課に関する業務に従事
する職員

白バイ又はパトカー（高速道路交通
警察隊のパトカーに限る）の運転業
務に従事する職員

パトカー（高速道路交通警察隊のパ
トカーを除く）の運転業務に従事する
職員

私服員が主として従事する犯罪
の予防若しくは捜査又は被疑者
の逮捕の作業

交通取締及び警らのためのパト
カー運転の作業

支給実績
（H25年度決算）

□警察職員

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

深夜の全部 １回 980円

時間　550円（操縦士）

正規の勤務時間が深夜（午後
10時から翌日の午前５時まで）
にかかる勤務

国

国

救難救助等作業に従事する職員 国

航空機にとう乗して行う整備作
業又は警察活動

時間　2,200円（整備士）

時間　1,900円（上記以外）

危険な条件の下での航空機に
とう乗して行う作業

重大な災害等において行う災害
警備、救難救助等の作業

上記以外の皇族の警護及び警
護対象者の警護

日額　　640円

290千円 

航空機の整備作業
月額　28,100円（整備士）

航空機の操縦作業 月額　127,500円

月額　17,000円（上記以外）

567千円 

潜水深度30㍍超　１時間　1,200円

深夜の一部 １回 650円74,561千円 

時間　360円（上記以外の者）

時間　450円（整備士）

5,532千円 

22,387千円 

78千円 

117千円 

1,555千円 

1,011千円 

4,590千円 
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交

交

交

交

交

交

交

交

交

交

交

交

交

交

交

交

他

日額　　300円

突発事案に対応する職員

（特殊作業手当）

交通部に関する業務に従事する警
察官

生活安全部地域課に関する業務に
従事する職員

爆発物等の処理作業に従事する職
員

銃器犯罪捜査作業に従事する職員

日額　4,600円

警察署の地域課の警察官及び
鉄道警察隊の警察官が行う警
ら作業

交通整理又は交通事故処理等
の作業

日額　　530円

人事委員会規則で定める特殊
危険物質等の処理作業に従事
する作業

日額　2,600円

爆発物（容疑物を含む）の処理
作業

作業１件　4,600円

特殊危険物質（ｻﾘﾝ等）の発散
又は漏えいの状況下で現場の
直近外周において行う避難誘導
等の活動

日額　2,600円

特殊危険物質(ｻﾘﾝ等）の発散
又は漏えいの状況下で行う救助
活動及び捜査活動

銃器を所持する犯人の逮捕の
業務

日額　1,100円

暴力団等から危害を受けるおそ
れがある者を保護するため、そ
の者の身辺等において行われ
る警戒の業務

日額　820円

銃器が使用された暴力団の対
立抗争事件に伴う暴力団事務
所等に対する張付け警戒の業
務

特殊危険物質の解明目的の実
験で当該物質の発生のおそれ
がある作業

日額　460円

特殊危険物質による被害の危
険がある区域内において行う作
業

銃器又は銃器と思料されるもの
を使用している犯罪現場におけ
る犯人の逮捕等の業務

日額　1,640円

上記に付随して行われる固定
配置の業務

日額　820円

上記に付随して行われる固定
配置の業務

日額　1,100円

突発事案に対応するため正規
の勤務時間以外に呼出を受け
て行う作業

１回　　1,240円
（夜間に３時間以上勤務した場
合）

１回 　620円
（上記以外の場合）

48,737千円 

33,943千円 

警務部留置管理課に関する業務に
従事する職員

被疑者の看守、押送の作業 7,227千円 

日額　820円2千円 

日額　　220円

日額　250円
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　（５）　時間外勤務手当

　（６）　その他の手当　（平成２６年４月１日現在）

・

・

・

１人につき 5,000円

2,730,703千円  

千円

千円

千円

－同じ（配偶者がいない場合の一人目

6,500円

配偶者以外の扶養親族一人につき

支給職員１人当たり
平均支給年額
（25年度決算）

252,422円  

2,746,625

国の制度と
異なる内容

配偶者 13,000円

136

国の制度
との異同

扶養親族のある職員に対して支給されます。

職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

千円支 給 実 績　（25年度決算）

143

住居手当

　　 上記により算出した額の1/2の額

　　　家賃月額－12,000円

　※単身赴任手当を受給している職員の

　・月額23,000円を超える家賃を負担

　　 留守家族で家賃を負担している者は、

16～22歳までの子がいる場合の加算　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高13,500円〕

11,000円）

手当名 内容及び支給単価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高27,000円〕

　　（家賃月額－23,000円）×1/2＋11,000円

　・月額23,000円以下の家賃を負担

借家又は借間に居住し、一定額（12,000円）
を超える家賃等を支払っている職員に支給
されます。

扶養手当

特殊な専門知識を必要とし、かつ、採用によ

単身赴任
手当

以上）を満たす職員に支給されます。

　・23,000円＋加算額

公署を異にする異動等に伴い転居し、やむ

で生活することを常況とし、距離制限（60㎞

　※加算額は距離に応じて6,000円～45,000円

を得ない事情により配偶者と別居し、単身

　　距離に応じて2,400円～45,000円を支給

初任給調
整手当

通勤手当 127,129円  

されます。

　・職員の勤務地区や期間等の区分に応じた

　 額を支給　　〔最高　410,900円〕

通勤のために交通機関等（列車、バス等）を

利用し運賃等を負担している職員又は交通

用具（自動車等）を使用する職員に対して支

　 2分の1を支給（5,000円限度）　

2,917,138

職員１人当たり平均支給年額（24年度決算）
支 給 実 績　（24年度決算）

〔国の制度〕

獣医師への支
給なし

1,360,244千円  

支給実績
（25年度決算）

又は採用による欠員の補充について特別の

事情があると認められる職にある職員に支給

る欠員の補充が困難であるとみとめられる職

　 は全額、55,000円を超える部分については

管理又は監督の地位にある職員に支給され

給されます。

　　１箇月当たりの運賃等相当額55,000円迄

　・交通機関等利用者

　・交通用具利用者

異なる

異なる

ます。

　・給料表別、職務の級、区分別に定額

592,039円  

339,723円  367,920千円  

全額支給　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高60,000円〕

異なる

 が一部異なる

※使用距離区

加算額は距離

〔国の制度〕

距離に応じて

　45,000円

6,000円～

318,260円  

67,003千円  

同じ

運賃等相当額

1,135,644円  

2,044,369千円  

－

が55,000円まで

距離に応じて

異なる

〔国の制度〕

１箇月当たりの

2,000円～

　　24,500円

1,060,342千円  
管理職
手当

異なる ※区分が一部
異なる
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－

　   含む

　・(給料月額＋扶養手当）×支給割合

交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条

離島その他の生活の著しく不便な地に所在

　・(給料月額＋扶養手当）×支給割合

　　　　　　　　　　　　　　　　4/100～25/100

校等に勤務する職員に支給されます。

定時制通
信教育手
当

　※給料月額には調整額及び教職調整額を

義務教育
等教員特
別手当

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学
校に勤務する教育職員に支給されます。

　・月額8,000円の範囲で給料の級号給

　 の区分に応じて支給

特地勤務
手当

　   含む

件に恵まれない山間地、離島に所在する学

　※支給割合は地域（級別区分）に応じ、

する公署に勤務する職員に支給されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　4/100～25/100

へき地
手当 　※支給割合は地域（級別区分）に応じ、

1,094,764千円  688,964円  

642,097千円  

36,591千円  

552,579円  

224,485円  ます。

高等学校で農業、水産、工業又は商船に係

高等学校で定時制又は通信制の課程を

　・(給料月額＋教職調整額）×4/100～6/100

　　※管理職手当を受ける者は3/100～5/100

行う校長、教員及び実習助手に支給され

いて、臨時又は緊急の必要により4時間以上

同じ

　　につき4,000円から12,000円

　・管理職手当の支給区分に応じて勤務１回

宿日直
手当

同じ

が異なる

額の算出方法

正規の勤務時間として深夜（午後10時から

翌日の午前5時までの間）に勤務した職員

　　　　　　　　　　　　　　　　深夜勤務時間数

異なる

　勤務１回につき4,200円～20,000円

す。

農林漁業
普及指導
手当

　・（給料月額＋教職調整額）×6/100

産業教育
手当

事する職員に支給されます。

農業、林業及び水産業の改良普及事業に従

る産業教育に従事する教員及び実習助手に

支給されます。

　・給料月額の8/100

管理職
特別勤
務手当

異なる 325,862円  

※勤務1時間

額の算出方法

当たりの給与

夜間勤務
手当

216,313千円  

　・勤務1時間当たりの給与額×25/100×

休日勤務
手当

　　　　　　　　　　　　　　　　休日勤務時間数

ることを命ぜられ、勤務した場合に支給さ

れます。

　・勤務1時間当たりの給与額×135/100×

当たりの給与

が異なる

※勤務1時間

休日において正規の勤務時間中に勤務す

に支給されます。

同じ

　※給料月額には調整額及び教職調整額を

宿日直勤務を命ぜられた職員に支給されま

（5時間未満50/100、半日勤務等150/100）

－

管理職手当を受給している職員が、休日にお

　・勤務の態様及び勤務時間等に応じて、

190,416円  

781,742千円  

79,102千円  

864,651千円  

25,318千円  

307,694円  

385,515円  

60,308千円  

216,126円  

75,338円  

468,852円  

751,755千円  

　※定時制通信教育手当を受ける者は4/100

－

勤務した場合に支給されます。
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２－５　特別職の報酬等の状況（平成２６年４月１日現在）

　　〔25年度支給割合〕

　　〔25年度支給割合〕

　　〔算定方法〕

（注）　1　　退職手当の「１期の手当額」は、給料月額及び支給割合に基づき、１期（４年＝４８月）

　　勤めた場合における退職手当の見込額です。

2.95　月分

知　　　 事

2.95　月分

議　　　 員

副　議　長

議　　 　長

　800,000円

1,260,000円

　990,000円

給

料

給　　料　　月　　額　　等

議　　　　員

期
末
手
当

副　知　事

議　　　 長

副　議　長

報

酬

副　知　事

知　　　 事

区　　　分

任期毎

退
職
手
当

知　　　 事

副　知　事

〔１期の手当額〕

126万円×在職月数×0.54 任期毎

〔支給時期〕

  99万円×在職月数×0.38

3,266 万円

　990,000円

　880,000円

1,806 万円
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２－６　公営企業職員の状況

　（１）　交通事業

　 ①　職員給与費の状況

ア　決算　

（注）　１　職員手当には、退職給与金は含まれていません。

　　　　２　職員数は平成２５年３月３１日現在の人数です。

　 ②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２６年４月１日現在）

歳 円 円

（うちバス事業運転手）

歳 人 円 円 歳 円

円 円

（注）１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用したものです。（平成22～24年の３ヶ年平均
　２ 民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
　３ 平均月収額には、期末・勤勉手当（民間は年間賞与）を12で除した額を含みます。
　４ 年収ベースの「公務員（C）」及び「県内民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均月収額を12倍した試算値です。

　 ③　職員手当の状況
　 ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額〔25年度〕 １人当たり平均支給額〔25年度〕
千円 千円

〔25年度支給割合〕 〔23年度支給割合〕
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

〔加算措置の状況〕 〔加算措置の状況〕
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算 ・役職加算
・管理職加算 ・管理職加算

（注）　　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

千円　

5,065

参考

月分

千円　千円　

1,752,489

％　

2,228,626 40.8 41.4

％　

（参考）
都道府県平均
１人当たり給与費

　　 一人当たり

3～20％ 5～20％
20％ 10～20％

(1.45) 月分 (0.65)(1.45) 月分 (0.65) 月分
2.6 月分 1.35 月分2.6 月分 1.35 月分

1,083 1,603

平均月収額

交通事業 46.1 275,456 422,333

公　務　員

平均年齢 職員数

長崎県
交通事業

311,798

区　　分 平 均 年 齢 基 本 給

346 1,067,727 372,964

長崎県交通事業 長　崎　県

Ａ／Ｂ

県 内 民 間
区　　分

基 本 給 平均月収額
(Ａ)

職員手当 期末・勤勉手当

千円　

区　　分
職員数 給　　　　　　与　　　　　　費

25年度
人　 千円　 千円　

　　計　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ

25年度
千円　 千円　 千円　

5,459,834 ▲169,156

　　　　　Ａ 給　　　料

242 272,578

年収ベース（試算値）の比較

区　　分
総　費　用

　純損益又は実
　質収支

職員給与費

Ａ　　 B　　

長崎県
交通事業 4,972,116 1.44

区　　分

参　　考

3,442,300

1.44286,90050.4

平均年齢 平均月収額
(Ｂ)

営業用
バス運転者

総費用に占める
職員給与費比率

　（参考）

　平成24年度の総
　費用に占める職
員
　給与費比率Ｂ／Ａ

公務員
（Ｃ）

県内民間
（Ｄ） Ｃ／Ｄ

414,343

対応する民間
の類似職種

48.1
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　 イ　退職手当（平成２６年7月１日）

(支給率) 自己都合 (支給率) 自己都合
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特例措置(2%～20%加算） 定年前早期退職特例措置(2%～20%加算）

　（退職時特別昇給　　　なし　　　　） 　（退職時特別昇給　　　なし　　　　）
1人当たり平均支給額 自己都合 勧奨･定年 1人当たり平均支給額

千円 千円 千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２５年度に退職した職員に支給された平均額です。

 　ウ　地域手当
　　　支給していません。

 　エ　特殊勤務手当
　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とするが、その特殊性を

給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給されます。

　オ　時間外勤務手当

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当が含まれています。

１日あたり
50円～150円

１日あたり
3,000円～10,000円

１回につき
400円～3,400円

１日あたり
200円～1,000円

１時間あたり
70円～80円
（休日 200円）

左記職員に対する
支給単価

１往復
700円～12,000円

千円

％

支 給 実 績　（24年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（24年度決算） 440

12,669 千円

139,659

運転士・ガイドの実労働時間に算入しない待機拘
束時間（中休時間）に対し、時間数に応じて支給

運転士・ガイド

事業手当 運転士・ガイド 

現金輸送車に乗務し、現金輸送に従事したとき

運転士・ガイドが到着地等で車内のおう吐物等、車
両の清掃を行ったとき

全職員

特別清掃手当 運転士・ガイド

現金輸送手当

千円

 手当の種類（手当数）

年末年始手当

月分

月分

月分

ガイドが観光貸切・定期観光にて、案内・誘導・連
絡・調整等に従事したとき

全職員

中休手当

1,708 千円

運転士が定期高速バスを運行したとき

運転士が車両に関し、緊急にｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ抜き換え
等の作業をしたとき

１回につき
100円～450円

千円

支 給 実 績　（25年度決算） 147,409 千円

職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 462 千円

年末年始期間（12月29日～1月3日）に勤務を命じ
られた職員に拘束時間に応じた区分により支給

手当の名称 主な支給対象職員

 支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 101

 職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 73.8

主な支給対象業務

5

 支給実績(25年度決算) 25,981 千円

月分 49.59 月分

874 12,866 559 22,182

49.59最高限度額 49.59 月分
41.325勤続35年 41.325 月分
49.59

49.59
月分 34.5825 月分

月分 49.59 月分
勤続25年 29.145 月分

20.445月分勤続20年 20.445
29.145

25.55625
34.5825

月分

長　崎　県
勧奨･定年勧奨・定年

長崎県交通事業

月分 25.55625 月分

839 千円

6,334 千円

支給実績
（H25年度決算）

4,431 千円
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　カ　その他の手当　（平成２６年４月１日現在）

・
・

・

72,196千円  

配偶者以外の扶養親族一人につき

6,500円

（配偶者がいない場合の一人目

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

　・勤務1時間当たりの給与額×135/100× ※勤務1時間 73,840千円  342,781円  

ることを命ぜられ、勤務した場合に支給さ

れます。

　　　　　　　　　　　　　　　　深夜勤務時間数 が異なる

　異なる

4,465千円  21,372円  

休日勤務
手当

休日において正規の勤務時間中に勤務す

異なる

　・午後10時から翌日の午前5時までは 額の算出方法

　　　　　　　　　　　　　　　　休日勤務時間数 当たりの給与

　 160/100を乗じる が異なる

夜間勤務
手当

正規の勤務時間として深夜（午後10時から

異なる

翌日の午前5時までの間）に勤務した職員 ※勤務1時間

に支給されます。 当たりの給与

　・勤務1時間当たりの給与額×25/100× 額の算出方法

　　につき4,000円から12,000円

異なるます。 ※支給額が

　・給料表別、職務の級、区分別に定額支給

8,572千円  

管理又は監督の地位にある職員に支給され
管理職
手当

管理職
特別勤
務手当

管理職手当を受給している職員が、休日にお

同じ －
いて、臨時又は緊急の必要により4時間以上

勤務した場合に支給されます。

　・管理職手当の支給区分に応じて勤務１回

を得ない事情により配偶者と別居し、単身

で生活することを常況とし、距離制限（60㎞

以上）を満たす職員に支給されます。

　・23,000円＋加算額

　※加算額は距離に応じて6,000円～45,000円

45,000円

単身赴任
手当

公署を異にする異動等に伴い転居し、やむ

同じ －

通勤手当

通勤のために交通機関等（列車、バス等）を

利用し運賃等を負担している職員又は交通

用具（自動車等）を使用する職員に対して支

　・交通用具利用者

　　距離に応じて900円～32,400円を支給  の制度〕

距離に応じて

33,251千円  111,894円  
同じ －

異なる

〔一般行政職

2,400円～

266,866円  　・月額23,000円以下の家賃を負担

同じ －

　　　家賃月額－12,000円

　・月額23,000円を超える家賃を負担

　　（家賃月額－23,000円）×1/2＋11,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高27,000円〕

　 2分の1を支給（5,000円限度）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔最高60,000円〕

給されます。

　・交通機関等利用者

　　１箇月当たりの運賃等相当額55,000円迄

　 は全額、55,000円を超える部分については

272,524円  

住居手当

借家又は借間に居住し、一定額（12,000円）
を超える家賃等を支払っている職員に支給
されます。

21,504千円  

11,000円）

１人につき 5,000円

16～22歳までの子がいる場合の加算　

支給職員１人当たり
平均支給年額
（25年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に対して支給されます。

同じ －

配偶者 13,000円

手当名 内容及び支給単価
支給実績

（25年度決算）

612,259円  
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３．一般職員の勤務時間の状況

一般的な行政職員の勤務時間及び休憩、休息時間は、次のとおりです。

（平成２６年４月１日現在）

区　分
1日の正規の
勤務時間

開 始 時刻 終了 時刻 休憩 時間

交通局 ８時間 8:45 17:30 12:15～13:00

※１　教職員の勤務の開始時刻・終了時刻については、各学校ごとに定めています。

【早出遅出勤務制度】

　　例）知事部局では、下記の４つの形態による勤務が可能です。

形　態 開始時刻 終了時刻

早出勤務① 8:45 17:30

早出勤務② 8:30 17:15

遅出勤務① 9:15 18:00

遅出勤務② 9:30 18:15

４．その他の勤務条件

　４－１　一般職員の年次有給休暇の使用状況（平成２５年）

　職員の年次有給休暇は、１年（暦年）につき２０日あります。なお、年の途中で採用

された職員は、採用された日の属する月に応じて２～１８日の年次有給休暇が与えられ

ます。

　また、年次有給休暇のうち職員がその年に与えられなかった日数（残日数）があると

きは、２０日を超えない範囲内の残日数を翌年に繰り越すことができます。

平均使用日数

１１．５日　

１５．０日　

１２．４日　

７．１日　

※集計期間は、平成２５年１月１日～平成２５年１２月３１日まで。

交通局　（事務、運転士、バスガイド）

教育　（事務、教職員）

警察　（事務、警察官）

区　分

知事部局

　小学校就学前の子を養育する職員又は学童保育施設、ファミリーサポートセンター、
児童デイサービス事業施設に通う小学生の子を迎えに行く職員、介護を行う職員、修学
等を行う職員は、公務の運営に支障がある場合を除き、承認を受けたうえで、１日の勤
務時間の長さを変えることなく、始業・終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務する
ことができます。
　なお、勤務時間は午前7時から午後10時の範囲内で任命権者があらかじめ設定しま
す。

知事部局等
教育委員会
警察本部

12:00～13:009:00 17:45７時間４５分
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　４－２　その他の休暇の種類

職員は必要がある場合、以下の休暇を取得することができます。

   　 項　　目

種　　類

１ 公傷休暇

公務による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しな
いことがやむを得ないと認められる場合（公務災害と認定され、勤務
できない場合）
【期間】医師の診断書に基づき必要と認める期間

国と同じ

２ 病気休暇

公務によらない負傷又は疾病（結核性疾患を除く。）のため療養する
必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
【限度日数】９０日（脳血管疾患や精神疾患など特定疾患に指定
　　　　　　　 されている疾患の場合１８０日）

国は期間制限なし（勤
務しない期間が９０日を
超える場合は、以後の
俸給が半減されます）

３ 療養休暇

結核性疾患のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合
【限度日数】１年を超えない範囲内において医師の診断書に基づき
　　　　　　　 必要と認める期間

国は期間制限なし（勤
務しない期間が１年を
超える場合は、以後の
俸給が半減されます）

４ 生理休暇
生理日において勤務することが著しく困難な女子職員が休暇を請求し
た場合
【限度日数】２日を超えない範囲内において必要な期間

国は病気休暇で対応

５ 選挙休暇

投票日に公務出張等のため、不在者投票をしない限り選挙権を行使
する余地がない場合であれば、投票日以外にも必要な時間について
認められる
【限度日数】必要と認める期間

国と同じ

６ 証人休暇
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体
の議会その他官公署へ出頭する場合
【限度日数】必要と認める期間

国と同じ

７ ドナー休暇
骨髄移植のための登録、骨髄液の提供のため勤務することができな
い場合
【期間】必要と認める期間

国と同じ

８ ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動（専ら親
族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないこ
とが相当であると認められる場合
【限度日数】１年において５日以内

国と同じ

９ 結婚休暇
職員が結婚した場合
【限度日数】７日を超えない範囲内において必要な期間

国は連続する５日以内
（週休日等を含む）

１０ 産前休暇及び産後休暇

産前：８週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）以内に
　　　　出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合
【限度日数】請求日から出産の日まで
産後：出産した女子職員に対して与える
【限度日数】出産日の翌日から８週間

産前：国は６週間（多胎
　　　  妊娠の場合は１４
　　　　週間）以内
産後：国と同じ

１１ 育児休暇
生後２年に達しない子を育てる職員が育児の時間を請求した場合
【限度及び単位】１日２回　各６０分間

国は生後１年に達しな
い子を対象とし、１日２
回各３０分以内

１２ 出産補助休暇

配偶者の出産に伴い、子又は配偶者の世話、介護等のため勤務する
ことができない場合
【限度日数】配偶者が出産するため病院に入院する日から、当該出産
　　　　　　　 の日後２週間を経過する日までの期間内において３日の
　　　　　　　 範囲内で必要と認める期間

国は２日以内

休暇の概要 国の制度との比較
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   　 項　　目

種　　類
休暇の概要 国の制度との比較

１３ 忌引休暇

職員の配偶者又は親族（父母、祖父母、配偶者の父母、配偶者の祖
父母等）が死亡した場合
【限度日数】配偶者：１０日、父母：７日、祖父母：３日、配偶者の父母：
　　　　　　　 ３日、配偶者の祖父母：１日等

国は配偶者：７日

１４ 祭日休暇
父母、配偶者及び子の初七日、四十九日等に法要を営む等特別の
行事のために勤務することができない場合
【限度日数】１日の範囲内で、そのつど必要と認める時間

国は父母のみ対象

１５ 夏季休暇
夏季期間（７月から９月まで）において盆等の諸行事、心身の健康の
維持及び増進又は家庭生活の充実のために請求した場合
【限度日数】３日間

国は連続する３日以内

１６ 住居滅失休暇
地震、水害、火災、その他の災害により現住居が滅失し、又は損壊し
た場合
【限度日数】１週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

国と同じ

１７ 感染症交通しゃ断休暇

感染症予防法又は狂犬病予防法による交通の制限又はしゃ断が行
われた場合
【限度日数】公的行政機関の強制措置によって、交通しゃ断又は制限
　　　　　　　 の措置がとられている全期間

国は制度なし

１８ 災害交通しゃ断休暇

地震、水害、火災その他の災害により交通がしゃ断された場合
【限度日数】①現に交通が遮断されていた時間と復旧後の出勤に
　　　　　　　　　 要する時間を加えた時間
　　　　　　　 ②迂回路等による代替交通機関での所要時間
　　　　　　　 ③徒歩通勤による所要時間

国と同じ

１９ 事故休暇
交通機関の事故その他やむ得ない事由に基づく事故が発生した場合
【限度日数】事故のために勤務し得ない期間

国と同じ

２０ 公益団体休暇

国、地方公共団体の機関又は公益を目的とする団体等の依頼によ
り、旅行又は会議のため勤務することができない場合
【限度日数】団体からの依頼期間又は会議期間の範囲内で必要と
　　　 　　　　認める期間

国は制度なし

２１ つわり休暇
妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することができない
場合
【限度日数】７日を超えない範囲内で必要と認める期間

国は制度なし

２２ 妊産婦健診休暇

女子職員が母子保健法第１０条に規定する保健指導又は同法第１３
条に規定する健康診査を受けるため勤務することができない場合
【限度日数】妊娠満23週まで：4週間に1回、妊娠満24週から満35週
　　　　　　　 まで：2週間に1回、妊娠満36週から分娩まで：1週間に
　　　　　　　 1回、産後1年まで：1回、以上の割合で 1日の勤務時間
　　　　　　　 の範囲内で必要と認める時間

国と同じ

２３ 妊婦休息休暇

妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある
場合
【限度日数】勤務時間の途中に適宜休息し、又は補食するために
　　　　　　　 必要と認められる期間

国と同じ

２４ 妊婦通勤緩和休暇

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体
又は胎児の健康保持に影響がある場合
【限度日数】勤務時間の始め又は終わりの休暇の合計が１日１時間を
　　　　　　　 超えない範囲内

国と同じ
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   　 項　　目

種　　類
休暇の概要 国の制度との比較

２５ リフレッシュ休暇

職員が当該年度内に３５歳、４５歳、５５歳に達する時、心身のリフレッ
シュを図る場合
【限度日数】当該年度内で、週休日、休日及び代休日を除く連続する
　　　　　　　 ５日以上の勤務日の期間内において、年次休暇２日以上
　　　　　　　 の取得に引き続く３日の範囲内

国は制度なし

２６ 介護休暇

負傷、疾病又は老齢により、２週間以上の期間にわたり日常生活を営
む支障がある者（配偶者、父母、子など）の介護をするため勤務する
ことができない場合
【限度日数】介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する６月
　　　　　　　 の期間

国と同じ

２７ 子ども看護休暇
中学校就学の始期に達するまでの子の負傷又は疾病により、子の看
護を行うため勤務しないことが相当と認められる場合
【限度日数】子一人の場合５日以内、子二人以上の場合１０日以内

国は小学校就学前の子
までが対象　限度日数
子一人　５日以内
子二人以上　１０日以内

２８
男性職員の育児参加のた
めの休暇

配偶者の産前６週間、産後８週間の期間中に、出産に係る子又は上
の子（小学校就学前）の養育のため勤務しないことが相当であると認
められる場合
【限度日数】５日以内

国と同じ

２９ 短期介護休暇

負傷、疾病又は老齢により、２週間以上の期間にわたり日常生活を営
む支障があるもの（配偶者、父母、子など）の介護その他の世話を行
うため勤務することができない場合
【限度日数】５日以内、要介護者を２人以上介護する場合１０日以内

国と同じ

※２　警察では、２５番の休暇名が「チャージ休暇」、２７番の休暇名が「看護休暇」となっています。

※１　交通局は、５～７、１６～１７、１９、２５、２８番の休暇制度はありません。また、２、９、１１、１２、１５は取得限度日数が異な
        ります。
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５．休業の状況

　５－１　育児休業

育児休業 部分休業
男性
女性 68 9
男性 4
女性 269 2
男性
女性 48 4
男性 4
女性 385 15

　５－２　自己啓発休業

部局 取得者数 大学等課程
の履修

国際貢献
活動

知　事
教　育 1 1
警　察
計 1 1

　自己啓発休業は、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動を可
能とするための休業制度です。

　育児休業又は部分休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もっ
て職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資する
ための休業制度です。

取得者数
部局

計

　職員の休業制度については、育児休業及び自己啓発休業を設けており、それぞれの取得
状況については、次のとおりです。

知　事

教　育

警　察

性別
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６．分限及び懲戒の状況

６－１　分限処分　（地方公務員法第２８条）

　分限処分とは、職員の身分保障を前提としつつ、一定の事由がある場合に、本人の意に
反して、その身分に不利益な変動をもたらす処分で、免職、休職、降任及び降給の４種類が

あります。

　　「一定の事由」とは、次のような場合です。

平成２５年度における分限処分の状況は次のとおりです。

（単位：人）

勤務実績が良くない場合      

心身の故障の場合   213  213

職に必要な適格性を欠く場合 3 2   5

     

刑事事件に関し起訴された場合      

条例で定める事由による場合     

合　　計 3 2 213  218

職制、定数の改廃、予算の減少により廃
職、過員を生じた場合

合　計

※１　同一の者が複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

処 分 の 種 類
降　給

　　　ものとみなして計上しています。

　　「免職又は降任」・・・①勤務実績が良くない場合
　　　　　　　　　　　　　②心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに
　　　　　　　　　　　　　　堪えない場合
　　　　　　　　　　　　　③その職に必要な適格性を欠く場合
　　　　　　　　　　　　　④職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた
　　　　　　　　　　　　　　場合

　　「休職」・・・①心身の故障のため、長期の休養を要する場合
　　　　　　　　　②刑事事件に関し起訴された場合
　　　　　　　　　③条例で定める事由に該当する場合

　　「降給」・・・条例で定める事由に該当する場合

※２　休職処分を受けている者の休職期間が延長された場合は、その都度新たな処分が行われた

処 分 事 由
降　任 免　職 休　職
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６－２　懲戒処分　（地方公務員法第２９条）

するために任命権者が、職員の道義的責任を追及して科す処分です。

　「一定の服務義務違反」とは、次のような場合です。

　①地方公務員法などの法律や地方公共団体の条例などの規程に違反した場合

　②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

　③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

平成２５年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。

（単位：人）

9 5 1 2 17

  1  1

1 4 1 6

10 9 3 2 24

　　　

６－３　行為別懲戒処分者数

　「６－２ 懲戒処分」の具体的な事由は、次のとおりです。

（単位：人）

     

10 3 2  15

 5 1 1 7

     

 1  1 2

 

10 9 3 2 24

道路交通法違反
（無免許運転（失効）、飲酒運転等）

監督責任

合　　計

一般非行関係
（金銭・異性関係の非行等）

収賄等関係
（収賄、横領等）

免職 合計
処分の具体的事由

給与等に関する不正

処分の種類
戒告 減給 停職

合計免職

法令に違反した場合

戒告 減給 停職

※　同一の者が複数回にわたって処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

合　　計

処分事由

処分の種類

　懲戒処分とは、職員の一定の服務義務違反に対して、公務員関係における秩序を維持

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場
合

一般服務義務違反関係
（職務命令違反、事務処理ミス等）
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７　服務の状況

　地方公務員法では、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない

という服務の根本基準が示されています。

　また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為

の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、さらには、政治的行為の制限、

営利企業等の従事制限等に関する規定の遵守が求められています。

　さらに、職務の遂行にあたって職員以外の者から依頼等を受けた場合の対応

を定めることにより、公正かつ公平な職務の遂行を図るとともに、県民の県政

への信頼を確保するため、「職員以外の者に対する職員の対応要綱」を制定し

ています。

　このような中、平成２５年度においては、次に掲げる通達等により、職員の

服務規律の確保に努めました。

(知事部局)

(交通局)

平成25年12月19日年末年始における職員の服務規律の確保等について

日　　付 内　　容

平成25年8月19日綱紀の保持について

平成25年6月27日
衆議院議員通常選挙及び県議会議員補欠選挙における職員の服務規律の確保
等について

平成25年12月6日年末年始における職員の服務規律の確保等について（依命通達）

日　　付

平成25年4月23日

内　　容

職員の服務規律の確保等について

平成26年 1月 9日
長崎県知事選挙及び県議会議員補欠選挙における職員の服務規律の確保等に
ついて

平成25年12月16日ハラスメントの防止について（依命通達）
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(教育)

(警察)

平成25年11月14日職員の綱紀の保持について（通達）

平成25年12月18日職員の綱紀の保持について（通達）

平成25年4月25日職員の服務規律の確保等について

平成26年2月27日平成26年春の定期人事異動の概要及び異動上の留意事項について（通達）

日　　付 内　　容

日　　付

平成25年12月12日年末年始における規律の保持と各種事故防止の徹底について（通達）

職員の綱紀の保持について（通達）

平成25年 8月 7日

平成25年5月17日

平成25年 8月 7日

「警察改革の精神」を踏まえた非違事案防止対策の更なる推進について（通達）

平成25年夏の定期人事異動の概要及び異動上の留意事項について（通達）

職員の綱紀の保持について（通達）

人事異動時における職員の服務規律の確保等について（通達）平成26年3月26日

内　　容

平成25年6月24日

平成25年6月25日第23回参議院議員通常選挙における警察職員の規律の保持について（通達）

平成26年3月17日

平成26年1月23日
長崎県知事選挙及び県議会議員補欠選挙における職員の服務規律の確保等
について（通知）

平成25年 7月 3日
参議院議員通常選挙及び県議会議員補欠選挙における職員の服務規律の
確保等について（通知）

職員の綱紀の保持について（通達）
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８　研修の状況

　８－１　研修の種類及び実施状況

平成２５年度に実施した研修については、次のとおりです。

（行政職員）

概　要 対象者 回数
受講
者数

新規採用職員前期
研修

本県職員として必要な基礎的事項を身につけ
る。

新規採用職員 1 106

新規採用職員中期
研修

本県職員として必要な基礎的事項を身につけ
る。

新規採用職員 2 108

新規採用職員後期
研修

入庁後の半年間を振り返るとともに、企画提案
書作成の基礎を学ぶ。

新規採用職員 2 106

２年目職員研修

自主活動で作成した企画提案書をもとに、プレ
ゼンテーション（プレゼンテーション用資料の作
成を含む。）を行うとともに、自主活動のふりか
えりを行う。

入庁２年目 2 126

徴税業務等（実地・
模擬）体験研修

徴税業務等を体験することで公金意識及び節
約意識を高める。

入庁３年目 1 78

３年目職員集合研
修

仕事に必要な段取り力など、３年目職員として
必要な事項を身につける。

入庁３年目 2 83

若手職員研修１
希望制研修の★がついた研修科目から１科目
を選択して受講する。

入庁４～６年目 － -

７年目職員研修
入庁後の７年間を振り返り、今後のキャリアづ
くりについて考え計画をたてる。

入庁７年目 1 38

若手職員研修２
希望制研修の☆がついた研修区分（運営支援
力、政策実現力及び業務遂行力）の研修科目
から１科目を選択して受講する。

入庁８～９年目 － -

１０年目職員研修
「7つの習慣」（個人の自立と組織の最大限の
成果を発揮する方法）を学び、10年目職員とし
て必要な事項を身につける。

入庁１０年目 1 30

１５年目職員研修
リーダーを補完・支援しつつ、当事者意識を
持って業務を推進し、職場を活性化していくマ
インドを養う。

入庁１５年目 3 112

新任係長等研修
係長昇任直後に、係長として必要なマネジメン
トスキルを身につける。

新任係長等 3 120

課長補佐等研修
課長補佐等として必要なマネジメントスキル及
びメンタルヘルスに係るラインケアのスキルを
身につける。

課長補佐２年目 3 86

新任課長等研修
課長昇任直後に、課長として必要なマネジメン
トスキル及びメンタルヘルスに係るラインケア
のスキルを身につける。

新任課長等 2 35

本庁班長研修
希望制研修の■がついた研修科目から１科目
を選択して受講する。

本庁班長 － -

トップセミナー 県政の運営に必要な知識を学ぶ。
部次長級、課長、
地方機関長等 1 140

再任用職員研修
再任用職員がこれまでの経験を活かしつつ、
新しい立場と役割を認識して業務が遂行でき
るようにする。

新規再任用職員及
び希望する再任用
職員

1 36

研修の種類

指
　
　
名
　
　
研
　
　
修
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チームマネジメント
研修　■

チームを円滑に運営するための手法を学び、
実践できるようにする。

希望する職員 1 10

マネジメント事例研
修　■

組織運営上、実際に発生する事例を通じて、
具体的なマネジメント手法を身につけ、実践で
きるようにする。

希望する職員 2 33

リスクマネジメントセ
ミナー　■

組織運営における危機管理の手法を学び、実
践できるようにする。

希望する職員 1 62

コーチング研修　■
（県・市町・企業合
同）

コーチングの手法を学び、実践できるようにす
る。

希望する職員 2 19

トレーナー研修 ★
新規採用職員を育成するための手法を身につ
け、OJTを実践できるようにする。

希望する職員 2 33

地域ブランディング
研修　■

地域の資源や魅力を発見・向上させるスキル
を身につけ、実践できるようにする。

希望する職員 2 30

地域振興施策研修
■

本県の経済情勢及び身近な情報を分析し、施
策を考えることができるようにする。

希望する職員 1 21

県民ニーズ把握研
修　★■

社会調査（アンケート等）により県民のニーズ
を把握する手法を身につけ、活用できるように
する。

希望する職員 1 17

政策情報発信研修
★■

県の情報を効果的に広報し、戦略的に情報発
信する手法を身につけ、活用できるようにす
る。

希望する職員 1 21

課題を政策につな
げる研修　★■

地域の課題を整理し、課題解決するスキルを
身につけ、実践できるようにする。

希望する職員 1 8

ファシリテーション研
修　★■　※

庁内及び住民等との合意形成を円滑に進める
ための手法を身につけ、実践できるようにす
る。

希望する職員 2 25

マーケティング研修
（県・市町・企業・ＮＰ
Ｏ合同）

民間企業社員やＮＰＯ職員等とともにニーズ把
握及び情報発信の手法を学び、その中で視野
を広げ､相互理解を図る。

希望する職員 1 3

民間経営シミュレー
ション研修
（県･市町･企業合
同）

企業経営の仕組みをゲームで体感することに
より民間企業の経営感覚を学び、視野を広げ
る。

希望する職員 1 8

コミュニケーション力
向上研修　★

上手な自己主張の手法を学び、状況に応じて
適切なコミュニケーションを取ることができるよ
うにする。

希望する職員 2 31

交渉力養成研修
★■

交渉の場において相手を納得させるための手
法を学び、庁内・対外的な職務を円滑に遂行
できるようにする。

希望する職員 2 26

クレーム対応研修
★

クレーム対応の手法を学び、実践できるように
する。

希望する職員 2 28

仕事の効率アップ
研修　★

仕事の段取りやタイムマネジメントの手法を学
び、仕事の効率を向上できるようにする。

希望する職員 3 47

ロジカルシンキング
研修　★■

論理的な思考方法を学び、実践できるように
する。

希望する職員 2 23

プレゼンテーション
研修　★■

プレゼンテーションの方法（発表の仕方）を学
び、実践できるようにする。

希望する職員 2 31

ワンペーパー資料
作成研修　★

業務で必要な要約の方法を学び、ワンペー
パーで資料を作成できるようにする。

希望する職員 1 45

希
　
　
望
　
　
制
　
　
研
　
　
修

組
織
運
営
力

運
営
支
援
力

政
策
実
現
力

業
務
遂
行
力
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仕事の仕分け研修
★■

業務の目的や必要性に基づき、業務内容の見
直しや廃止等の手法を学ぶ。

希望する職員 1 8

債権管理研修　■
税外未収金の管理及び回収手法を学び、実
践できるようにする。

希望する職員 1 8

企業会計（財務諸
表の読み方）研修

貸借対照表や損益計算書等、財務諸表の基
本的な読み方を身につける。

希望する職員 2 32

企業会計（財務分
析）研修

財務諸表を用いた経営分析の手法について
学び、実践できるようにする。

希望する職員 1 4

条例・規則の作り方
研修

条例・規則の読み方・作り方を学び、実践でき
るようにする。

希望する職員 1 18

（交通局）

概　要 対象者 回数
受講
者数

効率的な業務処理により、個人と全体のパ
フォーマンスを向上させる。

本局職員、各地方機関長 1 18

高速運行に対応した基本的運転技能及び接
遇マナーの修得を図る

新任高速バス運転士 1 4

燃料節約・地球環境にやさしい運転方法の修
得を図る

運転士 3 110

運行管理・労務管理についての研修 運行管理者 1 29

事故の原因究明と分析及び再発防止策の構
築を図る

事故惹起者 3 34

バス運転士としての基本的運転技能及び接遇
マナーの習得

新任嘱託運転士 4 8

運行管理者の心構えについて習得する 運行管理者 1 2

研修の種類

業務改善、時間管理研修

新任高速担当者研修

希
　
　
望
　
　
制
　
　
研
　
　
修

新任嘱託運転士研修

新任運行管理者研修

エコ・ドライブ研修

事故惹起者研修

運行管理者局内研修

※ファシリテーションとは：集団による問題解決、アイデア創造、合意形成などあらゆる知識創造活動を支
援し促進していく働き。（狭義には、会議が円滑に運営されるように行う議事進行の技術。）

業
務
遂
行
力
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（教職員）

概　要 対象者 回数
受講
者数

教職経験年数に応じ、教育の専門職としての
職務遂行に必要な知識、技能、態度等の向上
を図る

初任者、１０年経験
者、２０年経験者、
管理職等

63 3,277

教科・領域等を中心として、職務遂行上必要な
専門事項について個人の希望や学校課題に
よる校長の指名で受講する。

教科等研修などに
ついて希望する者
あるいは校長や教
育委員会が指定す
る者

45 687

今日的課題で早期対応が必要な内容を研修
テーマごとに系統的・効果的に、期間を設定し
て重点的・集中的に実施する。

希望する者 17 364

（警察官）

概　要 対象者 回数
受講
者数

採用時教養
新規採用職員に対する警察実務、職場倫理教
養

新規採用者 164

昇任時教養（県） 昇任者に対する幹部教養
警部補
巡査部長

27

専科教養
各部門における現任職員に対する警察実務
教養

希望する職員及び
指名された職員

408

トップセミナー
県民の視点に立脚した組織運営の徹底及び
意識改革の推進を図る教養

本部長以下の所属
長等

70

飛翔塾
精強な第一線警察を構築するため若手を対象
として実戦的総合訓練を中心に行う教養（年3
回実施）

拝命4年目の警察
官
（地域警察官）

233

幹部伝承セミナー
次席・副署長職に就く可能性が高い警部に対
し、各部長・首席監察官が行う伝承教養（年2
回実施）

昇任7年目の警部 44

研修の種類

研修の種類

経年・職務研修

教科・領域等研修

課題研修
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　８－２　派遣研修の種類及び実施状況

平成２５年度に実施した派遣研修については、次のとおりです。

（行政職員）
派遣
人数

11

4

3

（教職員）

派遣
人数

14

17

48

理論と実践との統一を目指した研修を通じて、学校教育の様々な
分野における教育研究の中核となる人材の育成を図る。

【派遣先】　長崎大学大学院、新教育大学大学院

独立行政法人教員研修センターにて、各地域の中核として教育に
取り組む校長、教頭等の管理職及び中堅職員を育成することを目
的とした研修（校長・教頭約２週間、中堅教員約３週間）

教員を民間企業や福祉施設等に派遣し、一定期間研修させること
により、社会性の高揚や視野の拡大を図り、学校教育の充実に資
する。

【派遣先】　八江農芸㈱、ハウステンボス、こども・女性・障害者支
援センター等

教員社会体験研修

中央研修講座

研修の種類

国や民間企業等への派
遣研修

語学研修

自治大学校派遣

目　的　・　概　要

国における行政手法や民間企業における経営感覚等を習得さ
せ、従来の思考や慣行にとらわれず、柔軟な発想を養わせる。

【派遣先】 総務省、国土交通省、(財)自治体国際化協会、社会福
祉法人長崎県障害者福祉事業団、（株）Vファーレン長崎、三菱重
工業（株）長崎造船所、(財)ながさき地域政策研究所、(財)長崎県
観光連盟

中国との交流促進のため、当地の大学で実地に語学研修を行
い、国際感覚と語学力を備えた職員の育成を図る。

【派遣先】　中華人民共和国、大韓民国

自治大学校において、政策形成能力や行政管理能力を養成する
ことにより、地方自治を担う人材の育成を図る。

目　的　・　概　要研修の種類

大学院派遣
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９　勤務成績の評定の状況

（行政職員）

（教職員）

（警察官）

　　評定評価結果を昇給に反映させています。

　から目標管理制度などを柱とした新たな人事評価制度について、検討並びに試行を行っ

　てきました。

　その職員の役職や勤務箇所に応じて１～３人の上司が評定を行いました。

　　さらに、評価に対する職員の信頼性と納得性を高め、職員の能力や業績などが、より

　適正に評価され、意欲を持って職務に励むことができる制度を目指して、平成１３年度

　　業績評価結果は、平成１８年６月期の勤勉手当から反映し、平成２０年４月には勤務

　に対し、担当職務を遂行していくうえで必要となる知識・技術を有しているか、職務の

　　平成１７年度に本庁次長及び課長等の職員を対象に、評価の本格実施を行いました。

　重要度や優先順位を考慮し無駄なく職務を遂行しているか等について着目しながら、

　   評定方法は、平成２5年１月１日から１２月３１日までの１年間を評定期間として、

  とした人事評価制度を平成１８年度から実施しています。

 教職員の職務を遂行した実績並びにその職務の遂行上見られた能力及び意欲・姿勢につ

  いて適正に評価を行い、人事管理の公正な基礎資料とするとともに、教職員の資質能力等の

  向上を図り、学校組織を活性化させることによって、学校教育の充実に資することを目的

　　評定の方法は、４月１日から３月３１日までの１年間を評定期間とし、対象職員１人

　　職員の勤務能率の向上を図るため、全職員を対象に勤務成績の評定を行っています。

　第１次評定者、第２次評定者、調整者により評定を行い、所属長等が最終確認を行って

　います。

　   職員の人事管理に基づいた公正な基礎資料及び指導監督の有効かつ適切な指針とする

　ため、地方警務官を除く全警察職員を対象に、職員の勤務成績、並びに職務上把握した

　職員の性格、能力、適性等を公正に評価する勤務評定制度を導入し、職員の昇任或いは

　昇給、人事配置等の人事管理に反映させています。
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１０．福祉の状況

１０－１　公舎・独身寮の設置状況

　県の職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため設置
している建物の状況は、次のとおりです。

（平成２６年４月１日現在）

※「離島地区」は、離島振興法適用地区に設置している住宅　
   「本土地区」には、県外の住宅を含む

※住居区分の概要
　「世帯用住宅」　　　以下に掲げる住宅以外の世帯向け住宅（２ＤＫ～３ＤＫ）
　「単身赴任者用住宅」　単身者及び単身赴任者向け住宅（１Ｋ～２Ｋ）
　「小世帯用住宅」　　女性単身者（独身者及び単身赴任者）対象の小世帯向け住宅（１Ｋ）
　「独身用住宅」　　　入居年度の４月１日現在で２９歳以下の独身男性向け集合住宅（１Ｋ）
　「独身寮」　　  　　賄い付き共同住宅（１Ｒ）

１０－２　健康管理

　職員の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境の形成を促進するために、
定期健康診断など、次のような取組を行っています。

（行政職員） （平成２５年度実績）

253 239492

本土地区

項目

区分

設置地区区分

離島地区

戸　数
(独身寮は室数)

0

7152,516世帯用住宅 3,231

210独身寮

単身赴任者用住宅

独身用住宅

26

計

小世帯用住宅

1,110

62 148

健康相談
一般相談 年　間

婦人がん検診 ７月から３月

生活習慣病健康診断 大腸がん検診 ６月から３月

メンタル相談 年　間

3,0704,180

胃がん検診 ６月から３月

818

221 221

延べ2,460人

人間ドック ８月から３月 976人

延べ1,886人

632人

634人

主な内容 実施時期
受診者数
（相談者数）

918人

肺がん検診 ５月から３月 723人

項　目

胸部Ｘ線撮影、尿検査、
血液生化学検査、
心電図検査　　　　等

５月から３月 3,133人定期健康診断
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（教職員 [市町立学校を除く]）

（警察職員）

１０－３　県職員互助会等の状況

された一般財団法人です。

大腸がん検診 ４月から２月 1,528人

（1）「地方公務員法第４２条」及び「職員の互助共済制度に関する条例」に基づき設置

（2）会員の掛金により運営し、次のような事業を行っています。

※ メンタル相談については、市町立学校を含む延べ相談者数

健康相談 メンタル相談 年  間 133人

乳がん検診 ４月から３月 109人

生活習慣病健康診断
大腸がん検診 ４月から３月 1,714人

808人

人間ドック ４月から２月 909人

子宮がん検診 ４月から３月 291人

定期健康診断
胸部Ｘ線撮影、尿検査、
血液生化学検査、
心電図検査　　　　等

４月から１１月 3,485人

胃がん検診 ４月から３月 1,711人

項　目 主な内容 実施時期
受診者数
（相談者数）

肺がん検診 ４月から２月 347人

定期健康診断
胸部Ｘ線撮影、尿検査、
血液生化学検査、
心電図検査　　　　等

４月から３月 3,872人

生活習慣病健康診断
女性検診 ４月から２月

項　目 主な内容 実施時期
受診者数
（相談者数）

健康相談 メンタル相談 年　間 25人
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【主な給付事業】

　《県職員互助会》

　特別弔慰金、出産費、家族弔慰金、災害見舞金、結婚・入学祝金、遺児育英資金、

　人間ﾄﾞｯｸ助成給付金、障害見舞金、ﾘﾌﾚｯｼｭ用品、職員文化展等助成、退職者記念品

　《県教職員互助組合》

　出産費、埋葬料、災害見舞金、結婚祝金、遺児給付金、永年勤続記念事業、

　療養費・家族療養費、退職特別給付金、介護休暇給付金、メガネ等補助、退職慰労金

　《県警察職員互助会》

　死亡弔慰金、遺児育英資金、傷病見舞金

　入院見舞金、休職（無給）見舞金、芸術鑑賞等利用補助、

　休職者支援給付、独身寮入居料助成

　ｶﾌｪﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝ（会員選択型福利厚生事業）、療養費・家族療養費補助金、凍結退会給付金、

　球技大会等助成、介護休暇給付金、妊婦検診助成給付金、単身赴任者支度金、
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１１．利益の保護の状況

公務災害の認定状況

平成２５年度の公務災害の認定状況は、次のとおりです。
（単位：件）

処理等の区分

平成２４年度末平成２５年度中公務上又は通公務外又は通

未 処 理 件 数の 受 理 件 数勤 災 害 該 当勤災害非該当

職員の区分

電気 ・ガス ・水道

事 業 職 員

※「その他の職員」には、教職員や警察職員など上記の区分以外の一般職員を表します。

20

151

そ の 他 の 職 員

合 計 153 147 4

20 20

2

1 2

運 輸 事 業 職 員 　2

船 員 1 1

2 2

2 64

　 0

警 察 職 員 67 62

63教 職 員

1

平成２５年度中の認定件数

63162

平成２５年度中
の 認 定 件 数
合 計

1

教職員
41.7%

警察職員
42.4%

その他の職員
14.6%

船員
1.3%
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１２．管理職試験

１２－１　課長級試験の実施状況

　知事部局及び教育委員会では、課長級への昇任にあたって、能力・実績を重視した

人材の登用を図っていくため、意欲ある職員に選考の機会を与えることにより、より

公正・公平な視点での人事管理を行っていくことを目的として試験を実施しています。

（知事部局）

区　分 合格率

事務職 127 人 32 人 25.2%

技術職 160 人 33 人 20.6%

計 287 人 65 人 22.6%

（教育）

区　分 合格率

事務職 25 人 11 人 44.0%

技術職 人 人

計 25 人 11 人 44.0%

１２－２　校長、副校長、教頭、事務長試験の実施状況

　校長、副校長、教頭、事務長は、管理職選考試験により登用しています。

　管理職選考試験は、意欲ある職員に選考の機会を与え、公正公平な人事管理を行うと

ともに、勤務実績やリーダーシップ等に優れた人材を任用するために行っています。

（小・中学校）

区　分 合格率

校長・副校長 383 人 54 人 14.1%

教　頭 369 人 70 人 19.0%

（県立学校）

区　分 合格率

校長・副校長 38 人 17 人 44.7%

教　頭 57 人 11 人 19.3%

事務長 16 人 8 人 50.0%

受験者数 合格者数

受験者数 合格者数

受験者数 合格者数

受験者数 合格者数
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１３．通報制度の運用状況

（１）長崎県法令違反等通報制度の運用状況

　平成１９年９月１０日から、不適切な物品調達問題の再発防止策の一つとして、平成１８年４月施行の

「長崎県内部通報制度」を見直し、「長崎県法令違反等通報制度」を施行しました。

　この制度の施行により、県職員の法令違反行為等があった場合、内部の職員等からの通報だけでなく、

県民からの通報も対象とし、また、弁護士による外部窓口も開設しています。

法令違反等に
当たらないもの

（Ａ）

法令違反等に
当たるもの
（Ｂ）

調査継続中の
もの
（Ｃ）

3 1 1 0 0 0 2

（２）長崎県教育委員会法令違反等通報制度の運用状況

　長崎県教育委員会においても知事部局と同様に、平成２０年９月1日から「長崎県教育委員会法令違反等通報

制度」を新たに施行しました。この制度により県教育委員会職員及び公立学校教職員の法令違反行為等があった

場合、内部の職員等からの通報だけでなく、県民からの通報も対象となりました。また、弁護士による外部窓口

も開設しています。

法令違反等に
当たらないもの

（Ａ）

法令違反等に
当たるもの
（Ｂ）

調査継続中の
もの
（Ｃ）

0 0 0 0 0 0 0

通報件数 受理件数
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

不受理件数取下

通報件数 受理件数
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

取下 不受理件数
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人事委員会の業務の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１　職員の競争試験及び選考の状況

１－１　競争試験

平成２５年度採用試験実施結果　　　
区 採 用 １ 次 最 終
分 予 定 数 合格者数 合格者数

455 366 80.4 40 72 45 8.1 39

219 182 83.1 24 42 26 7.0 17

98 77 78.6 6 15 8 9.6 4

43 32 74.4 4 9 4 8.0 4

44 35 79.5 8 16 9 3.9 9

10 10 100.0 3 4 3 3.3 2

11 6 54.5 3 3 1 6.0 1

5 5 100.0 1 3 2 2.5 2

54 40 74.1 9 21 13 3.1 12

8 6 75.0 1 1 1 6.0 1

45 38 84.4 2 6 3 12.7 3

13 10 76.9 1 3 1 10.0 1

1,005 807 80.3 102 195 116 7.0 95

235 185 78.7 5 25 5 37.0 3

1,240 992 80.0 107 220 121 8.2 98

56 46 82.1 2 5 2 23.0 2

      

56 46 82.1 2 5 2 23.0 2

126 97 77.0 7 23 13 7.5 7

40 35 87.5 4 12 7 5.0 5

56 49 87.5 4 13 9 5.4 5

11 6 54.5 1 3 3 2.0 3

2 2 100.0 1 2 1 2.0 1

13 11 84.6 2 5 2 5.5 2

248 200 80.6 19 58 35 5.7 23

警察官Ⅰ類（男性）（第１回） 333 296 88.9 40 188 63 4.7 43

警察官Ⅰ類（男性）（第２回） 345 229 66.4 42 131 48 4.8 40

(大学卒)【一般】 333 220 66.1 40 127 46 4.8 38

　　　　【武道】 12 9 75.0 2 4 2 4.5 2

警察官Ⅲ類（男性） 482 409 84.9 45 187 58 7.1 42

警察官Ⅰ類（女性） 97 71 73.2 7 26 10 7.1 8

警察官Ⅲ類（女性） 71 56 78.9 5 24 7 8.0 6

1,328 1,061 79.9 139 556 186 5.7 139

2,872 2,299 80.0 267 839 344 6.7 262

大
　
　
卒
　
　
程
　
　
度

短
卒
程
度

高
 
卒
 
程
 
度

警
　
察
　
官

行政(民間等職務経験者）

計

競争倍率受験率

少 年 補 導 職 員

小　　　計

行 政

教 育 事 務

警 察 事 務

土 木

採 用 数

計

合　　計

職　　　　種 申込者数

警 察 事 務

林 業

建 築

環 境 科 学

受験者数

土 木

計

学 校 栄 養 職 員

計

一 般 事 務

教 育 事 務

農 業 土 木

農 業 土 木

水 産

農 業

畜 産

林 業
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１－２　競争試験実施期日等一覧

警察官Ⅰ類 警察官Ⅰ類 短大卒業程度 高校卒業程度 警察官Ⅲ類

(男性第１回) 事務 民間企業等 (男性第２回) 技術 事務 (男性)

技術 職務経験者 （女性） 技術 （女性）

試験公告（配布開始） ２/２２(金)

受付期間
３/１８(月)
～４/５(金)

第１次試験 ５/１２(日) ７／１４(日) １０/２０(日)

第１次試験合格発表 ５/１７(金) ７/２３(火) １０/２９(火)

第２次試験 論(作)文 ５/３０(木) ７/２２(月) － ８/１９(月) １１/１８(月)

体力 ５／３１金) － － ８/２０(火) １１/１９(火)

６/７(金) ７/２６(金) ８/２６(月) １０/３１（木） １１/２２(金)
～６/１４(金) ～８/２（金） ～８/３０(金) ～１１/５（火） ～１１/２９(金)

最終合格発表 ７/１(月) ８/１６(金) ９／６（金） ９/６(金) １２/１６(月)

大学卒業程度

６/３０(日）

７/８(火)

面接

４/１６（火)

８／１０（土）

１１/１５（金）

９/２９（日）

１０/８（火）

５/７(火)
～５/２４(金)

８/５(月)
～８/２３(金)

７/２(火)

１１／５(火)

１０/２３（水）

－
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１－３　競争試験会場別受験者数

平２５ 平２４

警 察 官 Ⅰ類（男性第１回） 長　崎 長崎大学（片淵） 5/12 296 339

長　崎 長崎大学（文教町） 896 776

東　京 立教大学（池袋キャンパス） 96 74

Ⅰ類（男性第２回・女性）
【一般】

Ⅰ類（男性第２回）
【選択（武道）】

長　崎 長崎大学（文教町） 32 38

佐世保 長崎県立大学（佐世保校） 14 17

長　崎 長崎大学（文教町） 131 114

佐世保 長崎県立大学（佐世保校） 38 42

島　原 島原振興局 23 12

高卒程度 事務・技術
下五島 五島振興局 3 2

上五島 五島振興局上五島支所 0 1

壱　岐 壱岐振興局 4 0

対　馬 対馬振興局 1 2

長　崎 長崎大学（文教町） 265 290

佐世保 長崎県立大学（佐世保校） 124 150

Ⅲ類（男性） 島　原 島原振興局 34 34

Ⅲ類（女性） 下五島 五島警察署 11 10

上五島 新上五島警察署 2 3

壱　岐 壱岐警察署 14 13

対　馬 対馬南警察署 15 8

※会場・月日は、平成２５年度実施のものであり、前年度と必ずしも同じではない。

6/30

7/14

9/29

9/29

10/20

長　崎

長　崎

警 察 官

大卒程度

月／日
受験者数

長崎大学（文教町）

長崎県警察学校

291

9

361

10

職　　　種 試験地 会　　　　　場

事務・技術
民間企業等職務経験者

警 察 官

短卒程度 技術
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１－４　採用選考の実施状況

人数（人）

知事 ２

７

４

２

２

１

１

１

１

２

１

１

１９

計 ４４

警察本部 ２

８

計 １０

教育委員会 ２１

計 ２１

交通局 ２

８

１

５

計 １６

９１

学芸員

職業訓練指導員

心理判定及び相談調査に従事する者

人事交流等

警察官（サイバー犯罪捜査）

研究員（感染症疫学）

人事交流等

身体障害者を対象とした一般事務

児童生活支援員

部  局  名 職             名

児童自立支援専門員

保健師

医師

獣医師

薬剤師

臨床検査技師

合　　計

交通局事務（電算）

人事交流等

ガイド

運転技師

整備技師
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１－５　民間企業等職務経験者採用選考

平成２５年度実施なし
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１－６　任期付職員の採用の承認

備考

更新

更新

更新

更新

更新

更新

更新

更新

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

 H26.4.1～H28.3.31（2年間）

　文化財保護に従事する者  H26.4.1～H28.3.31（2年間）

　長崎県職員（技師）（土木）

　長崎県職員（技師）（土木）

  長崎県国体・障害者スポーツ
　大会部　部長

　長崎県産業労働部政策監

　長崎県職員（技師）（土木）

　長崎県職員（技師）（土木）

採用する職

　壱岐高校中国語講師

  工業技術センターグリーンニュー
  ディール技術開発支援室　専門幹
  工業技術センターグリーンニュー
  ディール技術開発支援室　係長

任期

 H26.4.1～H28.3.31（2年間）

 H26.4.1～H29.3.31（3年間）

 H26.4.1～H29.3.31（3年間）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

 H26.4.1～H28.3.31（2年間）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）　長崎県職員（技師）（土木）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

 H26.4.1～H27.3.31（1年間）

　長崎県職員（技師）（土木）

　長崎県職員（技師）（土木）

　長崎県職員（技師）（土木）

　文化財保護に従事する者

　－　53　－



１－７　昇任選考

部局名 昇任人数

知事 320

議会 5

監査事務局 1

人事委員会 1

教育委員会 12

学校 48

警察本部 33

交通局 4

　（委任した昇任試験及び昇任選考）

(１)昇任試験実施結果

予備試験 第１次試験 第２次試験

警部昇任試験 425 99 30 18 4.2

警部補昇任試験 497 142 79 61 12.3

巡査部長昇任試験 593 158 100 89 15.0

(２)昇任試験実施日

予備試験 第１次試験 第２次試験

警部昇任試験 平25.4.25 平25.5.13 平25.7.3

警部補昇任試験 平25.4.25 平25.5.14
平25.7.1
平25.7.2

巡査部長昇任試験 平25.4.26 平25.5.15
平25.6.19
平25.6.20

（３）昇任選考実施結果

部局名 昇任人数

知事 82

教育委員会 5

学校 8

警察本部 17

合格者数 最終合格率
    （％）受験者数
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２　人事委員会報告

　　ア　報告の内容

　　①　本年の給与改定

項　　目

報告日

公民較差 　　　　（参考）官民較差（国）

　

　　②　給与に関するその他の課題

項　　目

給与制度の総合的
見直し

適正な給与の確保
の要請

　１　民間給与との比較（行政職）
　　①　月例給
　　　　（減額前）公民較差　　　　△１３円　△０．００％
　　　　（減額後）公民較差　２７，０９３円　　７．７８％
　　②　特別給
　　　　昨年８月から本年７月までの１年間の民間の支給月数（３．９４月）は、
　　　職員の支給月数（３．９５月）とおおむね均衡

　２　本年の給与改定
　　①　月例給
　　　　職員給与と民間給与がほぼ均衡していることなどから、改定を行わないことが適当
　　②　特別給
　　　　職員と民間の支給月数がおおむね均衡していたことなどから、支給月数の改定を行
　　　わないことが適当

　本年７月から、職員の給与の臨時特例に関する条例に基づく給与減額支給措置が実施され、職
員が実際に受ける給与額は、本来の給与額よりも相当程度低い状況
　議会及び知事に対し、給与勧告制度の意義・役割に深い理解を示し、給与減額支給措置が終了
する平成２６年４月以降の給与については、民間準拠による適正な給与を確保するよう要請

　人事院は、社会経済情勢の急激な変化等を踏まえ、地域間や世代間において適正な給与配分を
図るとともに、職務や勤務実績に応じたより適正な給与を実現するため、給与制度の総合的な見
直しについて検討を行う旨言及
　本県においても、国及び他の都道府県の動向等に留意し、検討を進めていく必要

公民較差
（行政職）

状　　　　　況

昇給制度

状　　　　　況

　国は、５５歳を超える職員の昇給について、標準の勤務成績では昇給しないこととする等の昇
給制度の改正を平成２６年１月から実施
　本県における職員の昇給制度は、これまで国に準拠してきたことなどを踏まえ、国及び他の都
道府県の措置状況との均衡に留意し、国に準じて給与水準の上昇を抑制するための所要の措置の
実施に向けた検討を行う必要

報　　　告

平成２５年１０月１１日（金）

率
金額
率
金額

減額前

減額後

官民較差（行政職）
０．０２％
７６円

７．７８％
２９，２８２円

率
金額
率
金額

公民較差（行政職）

減額前 △０．００％
△１３円

減額後
(試算)

７．７８％
２７，０９３円
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　　③　勤務環境の整備等

項　　目

時間外勤務の縮減

　　④　人事管理上の課題

項　　目

女性職員の育成・
登用

雇用と年金の接続

仕事と家庭生活の
両立支援

心の健康づくり

　国や他の都道府県の取組を参考にしながら、人事評価制度を職員全体の意識改革や公務の能率
向上、人材育成等に活用することを引き続き検討する必要

能力・実績に基づ
く人事管理の推進

　人事院は、現行の再任用制度を活用した雇用と年金の確実な接続のための取組及び再任用職員
の俸給水準や手当の見直しについては、来年、民間再雇用者の給与の具体的な実態を把握した上
で、再任用職員の人事運用の実態等を踏まえつつ、必要な検討を進める旨言及
　本県においても、国と同様に生じると考えられる課題等について検討し、適切に対応していく
必要があり、雇用と年金の確実な接続のための取組及び再任用職員の給与の見直しについては、
国及び他の都道府県の動向等に留意し、検討を行う必要

　各任命権者は、管理監督者に対し、所属職員の業務実態等の把握、適正な勤務時間の管理等に
ついて徹底するなど時間外勤務の縮減に取り組む必要
　管理監督者が中心となり、長時間にわたる時間外勤務の縮減に向け、身近な職場単位で職員間
のコミュニケーションを図り、業務の効率化と繁忙期における応援体制の強化に努める必要

状　　　　　況

　本県においても、幅広い職務経験の付与や能力向上のための研修の実施等、女性職員の育成を
図っており、意欲と能力のある女性職員を管理職等へ積極的に登用するため、引き続き、計画的
な育成に努める必要

状　　　　　況

　育児・介護に関する休暇、休業制度等が職員に有効に活用されるよう引き続き周知を行うとと
もに、管理監督者の両立支援への意識啓発を行うなど職場環境の整備に努める必要
　人事院は、外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための配偶者帯同休業制度の導入に関
して立法措置を行うよう意見の申出を行ったところであり、国及び他の都道府県の動向を注視し
ていく必要

　管理監督者は、日頃から職員の心の健康に目を配り、心身ともに健康に働けるよう職場環境の
整備を行うとともに気軽に相談できる職場の雰囲気づくりに努める必要
　ハラスメントの防止等に関する要綱の周知徹底と意識啓発を行うなどハラスメントを起こさせ
ない職場環境づくりに努める必要
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３　勤務条件に関する措置の要求の状況

区分
平成24年度
末の係属件
数

平成25年
度中の要
求件数

平成25年
度中の終
結件数

平成26年
度への繰
越件数

給与

休暇

その他

計

給与

休暇

その他

計

区分
全部否認
処分承認

判定
左の内訳

却下 取下げ 全部容認
処分取消

該当なし

該当なし

一部容認
処分修正

平成25年度
中の終結件
数
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４　不利益処分についての不服申立ての状況

※　（　）内は事案数

平成24年度末
の係属件数

平成25年度中
の申立件数

平成25年度中
の終結件数

平成26年度へ
の繰越件数

争議行為    32,624 (23)  561  ( 0)   32,063 (23)

その他         6  ( 6)  3  ( 3)  3  ( 3)

      1  ( 1)       1  ( 1)

   32,631 (30)  564  ( 3)   32,067 (27) 

※　（　）内は事案数

懲戒処分      564  ( 3)      507  ( 2)      57  ( 1)       2  ( 2)

分限処分

その他

計       564  ( 3)      507  ( 2)      57  ( 1)       2  ( 2)

区分

左の内訳

却下 取下げ

判定

全部容認
処分取消

一部容認
処分修正

全部否認
処分承認

区分 平成25年度中
の終結件数

懲
戒
処
分

分限処分

その他

計
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